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はじめに 

 

平成 21 年 7 月に成立した海岸漂着物処理推進法（美しく豊かな自然を保護するための海岸

における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律・平成

21 年法律第 82 号）及び同法の規定に基づき平成 22 年 3 月に閣議決定された国の基本方針

（海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針）では、海岸漂着物等

の対策を進めるにあたり、国、地方公共団体、事業者、国民、民間等の多様な主体の適切な

役割分担と相互協力が求められている。 

また、沖縄県内では、様々な主体により海岸清掃活動が実施されているが、課題も数多く

残されている。各地域での効果的な海岸漂着物対策のためには、地域関係者による地域の事

情に見合った体制作りが重要である。 

このため、沖縄県海岸漂着物対策事業において、海岸漂着物対策に係る関係者の役割分担

及び相互協力が可能な体制作り（以下「体制作り」という。）について実効性の高い方針等を

とりまとめた。 

なお、本資料の作成にあたっては、平成 23 年度に実施した沖縄県海岸漂着物対策推進協議

会及び宮古諸島・八重山諸島における地域協議会やワーキンググループでの協議・検討結果

をもとに、その後の取組状況や事業成果を整理した。 

本資料は、体制作りの内容をとりまとめた「本編」と、体制作りを促進する上で必要とな

る情報等を紹介する「資料編」の 2部構成としており、沖縄県海岸漂着物対策地域計画の資

料として取扱うものである。 

 



  

【本資料の構成と内容】 

本資料は、沖縄県が平成 23 年度実施した沖縄県海岸漂着物対策推進協議会及び宮古諸島・

八重山諸島における地域協議会やワーキンググループでの協議・検討結果をもとに、その後

の取組状況や事業成果を加え、海岸漂着物対策に係る関係者の役割分担及び相互協力が可能

な体制作りの方針等を整理したものである。 

 

 

 

沖縄県海岸漂着物対策事業における体制作りの協議・検討にあたって示された 

望ましい海岸清掃体制構築の概念図 

 

本資料の構成と記載内容 

構成 記載事項 

1.情報の共有 
地域の情報ネットワーク活用による海岸漂着物対策

に係る活動等の情報共有、行政による情報提供等 

2.海岸清掃計画の策定方針 

海岸漂着物等の状況に加え様々な主体による清掃計

画や行政の予算措置等を踏まえた清掃計画の策定、関

係者間の情報共有と清掃計画策定のため調整会議の

場の確保等 

3.回収体制の確立 
関係者の役割分担や地域特性を踏まえた回収処理体

制の基本方針、災害等緊急時等の連絡及び対応体制等

4.コスト低減対策 

行政が実施する補助金制度等の活用、企業や地域住

民、民間団体等が取組む回収処理コスト低減につなが

る取組等 

本編 

5.【参考】平成 23 年度に沖縄

県が実施した体制作りの取

組方法 

平成 23 年度に沖縄県が実施した体制作りのための協

議会とワーキンググループの構成と役割、体制作りの

実施工程と議題等 

1．海岸清掃計画策定のための

海岸漂着物等の情報と海岸

区分（案） 

海岸清掃計画策定のための海岸漂着物等の情報を整

理した海岸区分図 
資料編 

2．災害等廃棄物処理事業費補

助金の申請書類について 

災害等廃棄物処理事業費補助金（環境省）の申請書類

作成例及び書類作成にあたっての留意事項、課題点等



  

【参考】海岸漂着物処理推進法及び国の基本方針における関係者の役割分担及び相

互協力に関する記載について 

 

海岸漂着物処理推進法では、第 7条で多様な主体の適切な役割分担と連携の確保について

「海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の適正な処理及び海岸漂着物等の発生の抑制（以下「海

岸漂着物等の処理等」という。）について国民の積極的な取組が促進されるよう、海岸漂着

物等の処理等に対する国民の意識の高揚を図りつつ、国、地方公共団体、事業者、国民、民

間の団体等の適切な役割分担及びこれらの多様な主体の相互の連携の下に、行われなければ

ならない。」としている。加えて第 9～11 条では、国、地方公共団体、事業者及び国民のそ

れぞれの責務をあげており、また第 12 条では、海岸漂着物対策がこれらの者が連携を図りな

がら協力することにより着実に推進されるとし、そのための必要な施策を国に求めている。 

また、国の基本方針では、「第１ 海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向 ２．海岸

漂着物対策の基本的方向性」において、海岸漂着物対策を推進するため枠組みとして 3つの

柱を軸として施策を展開していくことが必要であるとしており、そのうちの１つを「関係者

の相互協力が可能な体制づくりや、民間団体等との連携、協力、支援を通じて、多様な主体

の適切な役割分担と連携の確保を図ること」としている。 

更に、国の基本方針に記載されている多くの事項において、国、地方公共団体、事業者、

国民、民間の団体等の関係者の役割分担と相互協力の必要性が示されており、地域計画を作

成するにあたっては、その旨記載を求めている。以下に国の基本方針における関係者の役割

分担及び相互協力に関する主な記載を示す。 

 

国の基本方針における関係者の役割分担及び相互協力に関する記載 

 

国の基本方針の記載 

 

第１ 海岸漂着物対策の推進に関する基本的事項 

２．海岸漂着物対策の基本的方向性 

今後、我が国における海岸漂着物対策を推進するための枠組みとして、 

○海岸漂着物等の円滑な処理とその発生抑制を施策の両輪として講ずること 

○関係者の相互協力が可能な体制づくりや、民間団体等との連携、協力、支援を通じて、

多様な主体の適切な役割分担と連携の確保を図ること 

○周辺国との間で国際的な協力の推進を図ること 

を対策の３つの柱とし、これを軸として施策を展開していくことが必要である。 

 

（１）海岸漂着物等の円滑な処理 

大量の海岸漂着物等が海岸に集積することによって現に海岸の清潔の保持に支障

が生じている地域においては、まず、海岸漂着物等の処理を進めることによって海

岸の清潔の保持を図ることが必要である。また、海岸漂着物等の処理に際しては、

海岸の清潔の保持に加え、海岸漂着物等の海域への流出防止により海洋環境の保全

にも資することにかんがみ、状況に応じて機動的にこれを行うよう努めることが重

要である。 

このような観点から海岸漂着物処理推進法において、海岸漂着物等の円滑な処理

に関し、海岸管理者等の処理の責任と市町村の協力義務が規定されるとともに、地

域外からの海岸漂着物への対応等について規定されたところであり、以下の基本的



  

事項に留意して、海岸漂着物等の円滑な処理が図られなければならない。 

① 海岸管理者等の処理の責任等 

ア 海岸管理者等の処理の責任 

海岸管理者等は、管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう、海岸

漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない。このため、海岸管理者

等は、海岸の地形、景観、生態系等の自然的条件や海岸の利用の状況、経済活動等

の社会的条件に応じて、海岸漂着物等の量及び質に即し、海岸漂着物等の処理のた

め必要な措置を講ずることが求められる。その際には、海岸漂着物対策の経緯や体

制等、地域の実情を踏まえ、海岸漂着物等の回収や処分等に関して地域の関係者間

で適切な役割分担に努めるものとする。 

また、海岸管理者等ではない海岸の土地の占有者（占有者がない場合には管理者

とする。）は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔が保たれるよう努めなけ

ればならない。 

 

イ 市町村の協力義務 

市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等又は海岸の土

地の占有者（占有者がない場合には管理者とする。）に協力しなければならない。 

このため、海岸漂着物等の円滑な処理に係る市町村の協力の在り方に関し、海岸

漂着物対策の経緯や体制、海岸漂着物等の実態等、地域の実情を踏まえ、関係者間

で合意形成に努める。市町村の協力としては、例えば、海岸管理者等と連携して市

町村が海岸漂着物等の回収を行うこと、回収された海岸漂着物等を市町村の廃棄物

処理施設に受け入れて処分すること等が挙げられる。 

 

② 市町村の要請 

市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂着物等が存することに起

因して地域住民の生活や漁業等の経済活動に支障が生じていると認めるときは、当

該海岸管理者等に対し、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずるよう要請す

ることができる。 

市町村から海岸管理者等に対して海岸漂着物等の処理に関し要請があった場合に

おいて、要請を受けた海岸管理者等は、当該要請の趣旨を踏まえてその内容を検討

し、必要があると判断する場合には、海岸漂着物等の処理のため所要の措置を講ず

るものとする。 

 

④ その他海岸漂着物等の円滑な処理に関する事項 

イ 大量の海岸漂着物等が存する地域における処理の推進等 

国は、海岸漂着物等による被害が著しい地域において海岸管理者等が地域計画に

基づき実施する海岸漂着物等の処理に対する支援を行う等、大量の海岸漂着物等が

存する地域において地方公共団体が行う海岸漂着物等の処理の推進に努める。 

また、国は、洪水や台風等の災害等によって流木やごみ等が大規模に漂着した際

に、地方公共団体が緊急的に処理を行う災害関連制度の活用の推進に努める。 

都道府県知事は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい

支障が生ずるおそれがあると認める場合において、特に必要があると認めるときは、

環境大臣その他の関係行政機関の長に対し、当該海岸漂着物の処理に関する協力を

求めることができる。都道府県知事から協力の求めがあった場合において、当該関

係行政機関の長は、その趣旨を踏まえ、著しい支障を避けるため特に必要があると

判断する場合には、海岸漂着物の処理を的確かつ安全に実施するために必要な資料

及び情報の提供、意見の表明、技術的助言その他の協力を行うものとする。 

 

ウ 都道府県による援助 

都道府県は、地域における広域かつ詳細な自然的社会的条件に係る情報を有する



  

ことから、海岸管理者等や海岸の土地の占有者（占有者がない場合には管理者とす

る。）による海岸漂着物等の円滑な処理が推進されるよう、これらの者に対し、海岸

漂着物等の処理に必要な資料及び情報の提供、意見の表明、技術的支援その他の援

助をすることができる。 

市町村が海岸漂着物等の処理に関して海岸管理者等に協力する場合には、都道府

県は、海岸管理者等への援助の一環として、当該市町村に対してもこれを行うこと

ができる。 

 

エ 廃棄物処理施設の整備の推進 

海岸漂着物等の円滑かつ適正な処分を確保するためには、国や地方公共団体は、

特に離島地域を始めとして、海岸漂着物等を含む廃棄物を適正に収集、運搬及び処

分するために必要な廃棄物処理施設の整備を推進することが必要である。 

このため、国においては、離島地域を始めとして、市町村が海岸漂着物等を含む

廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために必要な廃棄物処理施設の整備を推進する

ための支援に努める。 

 

（２）海岸漂着物等の効果的な発生抑制 

② 発生の状況及び原因に関する実態把握 

ウ 情報の共有 

国や地方公共団体は、我が国における海岸漂着物等の発生の状況や原因に関する

調査の結果について、関係者間で情報を共有するよう努めるとともに、インターネッ

ト等を活用して積極的に国民に広報し、海岸漂着物の問題に関する普及啓発を図る

よう努める。 

また、海岸漂着物等の実態については、民間団体等や学識経験者によって自主的

に各種の調査活動がなされているところであり、国や地方公共団体はこれらの調査

活動の結果を収集、整理し、施策に活用するよう努める。 

 

（３）多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 

海岸漂着物対策がより大きな成果を得るためには、国や地方公共団体のほか、意

欲ある国民や民間団体等の多様な主体が、適切な役割分担の下でそれぞれの立場か

ら積極的に取組を進めるとともに、各主体が相互に情報を共有しつつ連携・協力す

ることが必要である。 

① 国民、民間団体等の積極的な参画の促進 

海岸漂着物は山、川、海へとつながる水の流れを通じて発生するものであること

から、海岸漂着物の問題は海岸を有する地域のみならず広範な国民による協力が不

可欠であり、海岸漂着物等の処理等に対する国民の意識の高揚が図られ、国民や民

間団体等による自主的かつ積極的な取組が促進されることが重要である。 

このため、国は、海岸漂着物の問題に関する知識の普及を図るほか、ボランティ

アに関する情報の提供や積極的な取組事例の表彰等を通じて、国民や民間団体等の

積極的な参画を促すよう努める。また、地方公共団体においても、地域の関係者の

連携・協力が進められるよう、海岸漂着物の問題に関する知識の普及、ボランティ

アに関する情報の提供、表彰等の施策を講ずることが望まれる。 

 

② 自発的な意思の尊重と公正性・透明性の確保 

国民や民間団体等は、それぞれの問題意識や関心等に応じて自発的な意思のもと

で海岸漂着物への取組に参加するものである。このような自発的な意思は活動を始

めるきっかけや活動を継続していく動機となるものであり、国や地方公共団体は、

国民や民間団体等との連携に際し、その自発性や主体性を尊重するよう留意する必

要がある。 

また、様々な主体が相互理解や信頼関係の下に自発的な意欲をもって活動に参画



  

し相互に連携していくためには、当事者間において公正性や透明性の確保が図られ

ることが必要である。多様な主体が自発性や主体性をもって継続的に活動に参画し

ていくためにも、国や地方公共団体は、連携する各主体間における公正性や透明性

の確保に配意しつつ施策を進めることが重要である。 

 

③ 民間団体等との緊密な連携と活動の支援 

ア 民間団体等との緊密な連携 

海岸漂着物の問題に関しては、民間団体等によってその解決に向けた様々な活動

が行われており、重要な役割を果たしている。民間団体等は地域に根付いて海岸の

清掃活動等を展開し、各地の海岸における海岸漂着物等の実態や回収手法等に関し

て豊富な知見を有しているほか、民間団体等の中には、各地に幅広いネットワーク

を構築して有機的に連携を図りながら組織的な活動を行っている全国的組織もあ

り、海岸漂着物対策の推進を図る上で重要な役割を果たしている。 

このように、民間団体等は、海岸漂着物等の処理やその発生抑制において自ら主

体となって活動を行うことに加え、国民による活動の促進のための環境教育や普及

啓発等への参画を通じ、地域の各主体の連携、協働のつなぎ手として重要な役割を

担うことが期待される。 

このため、国や地方公共団体は、民間団体等との緊密な連携の確保に努めること

が必要であり、地域に貢献している民間団体等による活動の充実に向けて、広報活

動、調査研究等の結果の提供及び技術的助言による情報面での支援のほか、表彰制

度を活用した望ましい活動の推奨等を行うよう努めるとともに、その活動の促進を

図るための財政上の配慮や各種の助成制度等に関する情報の提供を通じ、民間団体

等の活動の支援に努める。 

 

イ 民間団体等の知見等の活用 

民間団体等との連携に際しては、行政から民間団体等への支援という方向だけで

はなく、民間団体等の協力を得て、その有する豊富な知見や幅広いネットワークを

行政の施策に活用することによって、行政と民間団体等が相互に連携を図るという

視点に立つことも重要である。このため、国や地方公共団体は、海岸漂着物対策専

門家会議（以下「専門家会議」という。）や海岸漂着物対策推進協議会（以下「協議

会」という。）の機会を活用する等により、民間団体等との連携を図り、これらが有

する知見やネットワークを施策に活用するよう努める。 

 

第２ 地域計画の作成に関する基本的事項 

２．作成に当たって留意すべき基本的事項 

（２）関係者の役割分担と相互協力に関する事項 

ア 海岸漂着物対策に取り組む主体がそれぞれの特性や立場を理解した上で、適切

な役割分担の下、連携・協力できるよう関係者の役割分担と相互協力の在り方につ

いて具体的に記載することが望まれる。 

 

イ 相互協力に関して、海岸漂着物の問題では民間団体等が重要な役割を果たして

いることにかんがみ、民間団体等との連携について特に十分な検討がなされること

が望まれる。 

また、都道府県は、地域で活動を行っている民間団体等に関する情報を収集、整

理し、地域計画の作成に際して参考にするとともに、インターネット等を活用した

情報提供等を通じて地域におけるネットワークづくりに資することが望まれる。 

 

（３）海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関

し必要な事項関係者の役割分担と相互協力に関する事項 

② 災害等の緊急時における対応 



  

都道府県は、地域計画の作成に際し、必要に応じて、災害により大量の海岸漂着

物等が発生した場合や危険物の漂着がみられる場合の緊急時における連絡体制等の

検討を行い、地域計画に記載することが望まれる。 

 

③ 他の計画等との整合等 

地域計画の作成に際し、都道府県は、関係法令に基づく各種の計画等と調整し、

調和を保つことが必要である。特に、国土の利用・開発・保全に関する計画や環境

保全に関する計画等との整合性を十分に確保することが重要である。その際、協議

会等を活用し、関係機関と十分な連絡調整を図ることが必要である。 

 

④ 地域住民、民間団体等の参画と情報提供 

地域計画の円滑かつ効果的な実施を通じて地域の特性に柔軟に対応できるよう、

地域計画の作成に当たっては地域住民や民間団体等の参画を得ることが重要であ

る。 

このため、都道府県は、地域計画の作成に際して、地域住民や民間団体等の自発

的参画を促す上で必要な情報提供を行い、透明性の確保に努める。 

 

 



  

 

本資料で使用する略称について 

略称 正式名称、解説等 

体制作り 
沖縄県における海岸漂着物等の対策に係る関係者の役割分担及び相
互協力が可能な体制作り（本資料の主題） 

海岸漂着物処理推進法 
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環
境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成 21
年法律第 82 号） 

国の基本方針 
海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
（海岸漂着物処理推進法に基づき平成 22 年 3 月に閣議決定） 

廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

沖縄県地域計画 

沖縄県における海岸漂着物対策を推進するための計画である「沖縄県
海岸漂着物対策地域計画」 

 

※「沖縄県海岸漂着物対策地域計画」は、「海岸漂着物処理推進法」
の規定及び同法に基づき閣議決定された「海岸漂着物対策を総合的か
つ効果的に推進するための基本的な方針」を踏まえて沖縄県が策定し
たものである。 

県協議会 

平成 21～23 年度沖縄県海岸漂着物対策事業において実施した「沖縄
県海岸漂着物対策推進協議会」 

 

※県協議会は、「海岸漂着物処理推進法」の規定に基づき県レベルで
の対策協議を行うために組織された。 

地域協議会 

平成 21～23 年度沖縄県海岸漂着物対策事業において実施した「沖縄
県海岸漂着物対策推進地域協議会」 

 

※地域レベルでの対策協議のための協議会であり、本島及び周辺離
島、宮古諸島、八重山諸島の 3地域で開催。 

重点対策区域 
沖縄県地域計画により指定された海岸漂着物対策を重点的に推進す
る区域 

概況調査 

平成 21年度沖縄県海岸漂着物対策事業において沖縄県が実施した「海
岸漂着物の概況調査」及び平成 22～23 年度沖縄県海岸漂着物対策事
業において沖縄県が実施した「概況調査の追加調査」 

 

※本調査は、沖縄県内の踏査可能な海岸において、海岸漂着物の現存
量等を測定・把握するために実施されたものである。 

モニタリング調査 

平成 22～24 年度沖縄県海岸漂着物対策事業において、沖縄県が実施
した「重点対策区域の中の代表的な海岸における漂着状況の詳細調
査」 

 

※本調査は、平成 22～23 年度では沖縄本島・座間味島・阿嘉島・宮
古島・西表島・与那国島の計 23 海岸、平成 24 年度では更に伊平屋島・
伊是名島・多良間島・石垣島を加え計 32 海岸を対象として、海岸漂
着物の年間漂着量等を把握するために実施されたものである。 

震災漂流物 東日本大震災による津波で流出した漂流・漂着物 

第 1期モデル調査 
平成 19・20 年度 漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査〔環
境省〕 
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1．情報の共有 

沖縄県地域計画では、海岸漂着物に関する情報共有の方針として、「関係者全体の協力の基

で情報を効率的かつ適切に集約・整理し、更には延滞なくその情報を公表できる体制の構築

を目指すものとする。」としている。 

本項では、現在の県内における情報共有の取組み状況と課題点を整理した上で、地域毎の

情報の集約と共有の方針を示す。 

 

1.1 現状と課題 

1.1.1 情報共有の取組状況 

現在の沖縄県内における海岸漂着物対策に係る情報共有の取組事例として、情報ネット

ワークの例を表 1-1 に、民間団体、NPO 等による例を表 1-2 に示す。 

表 1-1 県内の主な海岸漂着物対策に係る情報ネットワーク構築の取組事例 

実施主体 対象地域 情報の主な内容 

沖縄県 環境生活部 

環境整備課 HP (1) 
県内全域 

1.沖縄県海岸漂着物対策地域計画 

2. 沖縄県海岸漂着物対策地域計画に基づく取り組み 

 2-1 県内の海岸漂着物の現況 

 2-2 普及啓発教材・マニュアル類 

 2-3 関係者の役割分担と相互協力 

3.補助金関係 

4.法令・基本方針・通知 

沖縄クリーンコース

トネットワーク

(OCCN) HP (2) 

県内全域 

1.まるごと沖縄クリーンビーチキャンペーンの活動内容 

2.主なボランティア（団体・個人）の清掃活動紹介 

3.参加会員のリスト・連絡先 

4.県内の海岸清掃活動報告 

NPO 法人 

宮古島 海の環境

ネットワーク HP 

(3) 

宮古諸島 

1.多良間村を含む宮古諸島の海岸清掃情報ネットワークの普及

活動 

2.海岸清掃事業の主催に関する情報 

3.環境教育に関する情報 

4.海岸清掃活動等の情報 ※体制作りの取組によりH23年度より実施

八重山環境ネット

ワーク HP (4) 

八重山 

諸島 

1.活動計画と活動報告 

2.海浜清掃の処理までの工程の情報 

3.参加会員のリスト・連絡先 

海 LOVE ネットワーク 

事務局 HP (5) 

八重山 

諸島 

1.海岸清掃情報ネットワークの普及活動 

2.環境教育・普及啓発に関する情報  

3.海岸清掃活動等の情報 ※体制作りの取組によりH23年度より実施

閲覧先(1) http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/ippan/marine_litter/index.html 

(2) http://blog.canpan.info/occn 

(3) http://econet.jpn.org/index.html 

(4) http://www.churaumi.net/index.html 

(5) http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/index.htm 
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表 1-2 県内の主な民間団体、NPO 等による海岸漂着物対策に係る情報共有の取組事例（団体） 

実施主体 活動地域 閲覧先と情報の主な内容 

那覇クリーンビーチ

クラブ 

沖縄本島 

（瀬長島） 

http://ncb.ti-da.net/c6901.html 

海岸清掃活動計画と報告 

NPO 法人 地球友の会 

沖縄協会 

県内全域 

（主に沖縄

本島） 

http://www.aoe-okinawa.org/index.htm 

1.海岸清掃活動計画と報告 

2.UNEP に係る環境活動情報 

NPO 法人 沖縄

O.C.E.A.N 

（沖縄海洋文化と自

然環境アクション

ネットワーク） 

県内全域 

（主に沖縄

本島） 

http://www.okinawaocean.org/ 

1.海岸清掃活動計画と報告 

2.琉球 ICC に係る活動情報 

3.環境教育に係る情報 

NPO 法人 美ら海振興

会 
県内全域 

http://www.churaumishinkokai.com/index.php 

海岸清掃活動計画と報告 

恩納村「海をきれい

に！」実行委員会 

沖縄本島 

（恩納村） 

http://www.umikire.jp/top.html 

1.海岸清掃活動計画と報告 

2.普及啓発活動情報 

久米島ホタルの会 久米島 

http://www.kumehotarunokai.com/ 

1.海岸清掃活動計画と報告 

2.環境教育に係る情報 

宮古島美ら海連絡協

議会 
宮古諸島 

http://econet.jpn.org/index.html 

海岸清掃事業報告 

NPO 法人 宮古島 海

の環境ネットワーク

（前出表 1-1） 

宮古島 

http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/ 

1.海岸清掃活動計画と報告 

2.普及啓発に係る情報 

海 LOVE ネットワーク

事務局（前出表 1-1） 
石垣島 

http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/ 

1.海岸清掃活動計画と報告 

2.普及啓発に係る情報 

NPO 法人 コーラル沖

縄八重山支部 
石垣島 

http://www.coralokinawa-y.com/ 

海岸清掃活動計画と報告 

NPO 法人 西表島エコ

ツーリズム協会 
西表島 

http://iriomote-ea.com/ 

1.海岸清掃及び調査活動計画と報告 

2.西表島における海岸漂着物問題と対策に係る情報 

西表エコプロジェク

ト 
西表島 

http://cleanup.ti-da.net/ 

1.海岸清掃活動及び環境養育活動報告 

2.海岸漂着物対策に係る取組みの情報 
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1.1.2 現状と課題点の整理 

前項 1.1 で整理した情報共有の取組事例を踏まえ、沖縄県内における海岸漂着物対策に係

る情報の共有について総括すると、多様な主体による海岸清掃活動や海岸漂着物の対策事業

等の実施状況（時期・規模・対象海岸等）に係る情報の集約と整理が十分でない点があげら

れ、このことは、例えば地域単位における効率の良い海岸清掃を実施する上で必要な情報を

得ることが難しいこと、また、情報を共有する体制そのものが十分でない等の課題となって

いる。 

なお、これら情報の共有に係る課題点については、海岸清掃活動等の情報に限らず、海岸

漂着物がひき起こす問題点や、対策のための環境教育・普及啓発活動等の情報についても当

てはまる。 

次に、地域毎の情報共有に係る現状と課題を表 1-3～表 1-4 に整理した。 
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表 1-3 県内の海岸漂着物対策に係る情報共有の現状と課題(1) 

[沖縄県・沖縄本島及び周辺離島] 

対象地域 現状 課題 

沖縄県 

・地域計画により、沖縄県の海岸漂着物

対策に係る方針が示されている。 

・県内の広域的な海岸漂着物の漂着状況、

海岸清掃方法、モニタリング方法、環

境教育と普及啓発に活用できる情報等

が示されている。 

・沖縄県 GND 基金事業が終了する平成 24 年

度以降の対策方針が明確になっていない。

特に以下の 3点は検討を要する。 

①地域計画（別紙・資料含む）の更新と、こ

れに伴う海岸漂着物対策推進協議会の運

営方針が決まっていない。 

②重点対策区域の選定結果を踏まえた対策

の長期的方針を検討する必要がある。 

③県内で海岸漂着物のモニタリングが継続

された場合、その情報を整理公開し対策に

つなげるための仕組み作りが必要。 

沖縄本島 

及び 

周辺離島 

・主なボランティア（団体・個人）の清

掃活動状況が示されている。 

・環境教育や普及啓発活動状況が示され

ている。 

・周辺離島では、久米島のボランティア

清掃及び環境教育活動状況が示されて

いる。 

・ボランティア清掃の活動状況に関する情報

は、一部に限られている。 

・地区公民館、学校、地元企業による海岸清

掃活動情報が十分に示されていない。 

・国や県の回収事業、回収調査の情報が十分

に示されていない。 

・本島周辺離島では、久米島以外の情報が殆

ど示されていない。 

・本島周辺離島では、海岸清掃活動や環境教

育、普及啓発活動を始めるための情報が十

分に示されていない。 

・普及啓発のため、西表島の様に各地区ある

いは市町村毎の海岸漂着物問題と対策に

係る情報が示されることも必要。 

・当該地域において、清掃活動が必要な状態

となっている海岸の情報が示されていな

い。 

・緊急災害的な漂着被害発生時の状況の周知

とその対応に関する情報が十分に示され

ていない。 

 



 

5 

 

表 1-4 県内の海岸漂着物対策に係る情報共有の現状と課題(2) 

[宮古諸島及び八重山諸島] 

対象地域 現状 課題 

宮古諸島 

・ボランティア清掃活動状況が示される

予定である。 

・環境教育や普及啓発活動状況が示され

る予定である。 

・宮古諸島の情報ネットワークとして、「宮

古島 海の環境ネットワーク」が平成 23

年 7 月に設立され、平成 24 年 2 月に NPO

法人化された。今後は、民間、行政を問わ

ず多くの地域関係者がネットワークに参

画することが必要である。 

・海岸清掃活動情報以外に、宮古諸島地域が

求めている海岸漂着物対策に係る情報を

取扱うための検討が必要である。 

八重山 

諸島 

・主なボランティア（団体・個人）の清

掃活動状況が公開されている。 

・環境教育や普及啓発活動状況が示され

ている。 

・西表島における海岸漂着物問題と対策

に係る情報が示されている。 

・ボランティア清掃の活動状況に関する情報

は、一部に限られている。 

・地区公民館、学校、地元企業による海岸清

掃活動情報が十分に示されていない。 

・国や県の回収事業、回収調査の情報が十分

に示されていない。 

・与那国島の情報が殆ど示されていない。 

・与那国島では、海岸清掃活動や環境教育、

普及啓発活動を始めるための情報が十分

に示されていない。 

・普及啓発のため、西表島の様に各地区ある

いは市町村毎の海岸漂着物問題と対策に

係る情報が示されることも必要。 

・当該地域において、清掃活動が必要な状態

となっている海岸の情報が示されていな

い。 

・緊急災害的な漂着被害発生時の状況の周知

とその対応に関する情報が十分に示され

ていない（石垣島を除く）。 
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1.2 対策の基本方針 

前項「1.1 現状と課題」の整理結果から、情報の共有に必要な取組として、地域関係者・

関係機関による役割分担、地域の情報ネットワークを活用した情報の一元化と共有体制の確

立が必要であり、これらについて具体的な取組内容を検討する。 

 

1.3 情報の共有に係る役割分担のあり方 

海岸漂着物の対策にあたっては、様々な地域関係者が色々な役割を担っている。情報の共

有は、様々な地域関係者による役割分担を踏まえた上で実施されるべきものである。 

情報の共有に係る役割分担のあり方として、図 1-1 に示した様々な地域関係者と役割分担

から成るネットワークが考えられる。ここで、情報共有の中心として地域の情報ネットワー

ク HP 等を活用することにより、地域関係者が海岸漂着物に係る情報を得やすい体制となると

考えられる。 

地域の情報ネットワークとして、宮古諸島では NPO 法人宮古島海の環境ネットワーク（以

下、「宮古環境ネットワーク」とする）HP、八重山諸島では八重山環境ネットワーク HP 及び

海 LOVE ネットワーク事務局 HP の活用が検討された。 

 

沖縄県廃棄物担当部局HP

【役割】

沖縄県海岸漂着物対策地域計
画に係る情報

廃棄物の取扱に関する情報

沖縄県海岸管理者HP

【役割】

海岸清掃事業の実施状況

海岸清掃事業の発注状況

市町村HP

【役割】

ボランティア清掃支援の情報

ごみの分別と収集に関する情
報

主な住民団体・NPO等のHP

【役割】

海岸清掃活動計画と報告

環境教育・普及啓発活動情報

沖縄クリーンコーストネットワ
ーク（OCCN）　HP

【役割】

まるごと沖縄クリーンビーチキ
ャンペーンの活動内容

主なボランティア（団体・個人）
の清掃活動紹介

参加会員のリスト・連絡先

県内の海岸清掃活動報告

マスコミによる情報発信

【役割】

地域の海岸清掃活動の紹介

地域の漂着ごみ問題の紹介

地域の情報ネットワークHP
【宮古諸島】
NPO法人宮古島海の環境ネットワーク HP

【八重山諸島】
八重山環境ネットワーク HP
海LOVEネットワーク事務局 HP

【役割】
海岸清掃実施に係る情報

海岸清掃方法に係る情報

環境教育・普及啓発に係る情報

 

図 1-1 情報の共有に係る役割分担のあり方の想定 
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1.4 地域の情報ネットワークの活用による情報共有 

1.4.1 地域の情報ネットワークにより共有する情報について 

既存の地域の情報ネットワークを活用して実施できる情報共有の概念図を図 1-2 に示す。

地域の海岸漂着物に係る様々な情報を地域の情報ネットワーク HP 等に集約し、項目別に整理

しつつ情報を公開する図 1-2 の体制により、海岸清掃に係る広範な情報の集約と提供・共有

の実現が期待できる。宮古諸島・八重山諸島で検討された情報ネットワーク HP による情報共

有の体制を図 1-3 に、その活用する HP を図 1-4～図 1-6 に示す。 

 

 

図 1-2 既存の地域情報ネットワークによる情報共有の概念図 

《情報の提供・共有》 《情報の集約》

NPO法人
宮古島海の環境
ネットワーク HP

海岸清掃実施に係る情報
（いつ、どこで、だれが）

海岸清掃に係る情報
（回収・運搬・処理のルール、
相談窓口）

環境教育・普及啓発に係る情報
（だれがどんな活動をしている
か、どんな教材があるか）

市町村による海岸清掃支援

海岸管理者の対策事業

国・県の対策

学校等の取組（環境教育等）

他地域の取組

独自に入手した情報

当該地域の他組織の取組

《情報の提供・共有》 《情報の集約》

八重山環境
ネットワークHP

海LOVEネット
ワーク事務局HP

海岸清掃実施に係る情報
（いつ、どこで、だれが）

海岸清掃に係る情報
（回収・運搬・処理のルール、
相談窓口）

環境教育・普及啓発に係る情報
（だれがどんな活動をしている
か、どんな教材があるか）

市町村による海岸清掃支援

海岸管理者の対策事業

国・県の対策

学校等の取組（環境教育等）

他地域の取組

独自に入手した情報

当該地域の他組織の取組
（NPO法人西表島エコツーリズム協会、
西表エコプロジェクト等）

情報の相互リンク

 
図 1-3 宮古諸島・八重山諸島で検討された情報ネットワークによる情報共有の体制
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図 1-4 NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワークの HP（http://econet.jpn.org/より転写） 

 

図 1-5 八重山環境ネットワークの HP（http://www.churaumi.net/より転写） 
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図 1-6 海 LOVE ネットワーク事務局の HP（http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/より転写） 
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1.4.2 海岸清掃活動に係る情報共有 

地域の情報ネットワークによる海岸清掃活動に係る情報共有について、平成 23 年度に実施

してきた検討・調整結果を整理する。現時点で想定される海岸清掃活動に係る情報等を以下

に列記する。また、図 1-7 に海岸清掃活動に係る情報共有の概念図を示す。 

 

・市町村が窓口となっている海岸清掃活動の情報共有（日時・場所・募集の有無等） 

・海岸管理者が実施する対策（海浜地域浄化対策費や海岸保全管理費による事業等）の情

報共有 

・県や国が実施する対策（基金による回収事業等）の情報共有 

・地域の情報ネットワーク自らが収集した情報共有（民間団体、NPO 等の取組） 

 

実施主体
地域
地区

清掃日 海岸 人数
主催者

（団体名）
回収量

（袋数）
回収量
（kg）

実施状況

住民団体 ▲▲ *月*日 ▲▲海岸 30 ●●自治会 100 480 実施

住民団体 △△ *月*日 △△海岸 120 ●●中学校
事後報告

なし
1700 実施

住民団体 ○○ *月*日 ○○海岸 50 ○○クラブ 中止

市 △▲ *月*日 △▲海岸 70
石垣市都市
建設課

200 960 実施

「いつ」「どの海岸で」「何人で」「だれが」「実施状況（実施・中止）」の情報は必ず提供でき
るようにする

清掃実施前に提供する情報 清掃実施後に提供する情報

 

図 1-7 海岸清掃活動に係る情報共有の概念図 

 

宮古諸島、八重山諸島地域における海岸清掃活動に係る情報共有は、まず既存の地域情報

ネットワークを中心とした一覧表形式による情報共有化を実現し、次段階として、ニーズの

高い海岸清掃活動情報のマップ化を目指すものとした。宮古諸島、八重山諸島地域において

検討された海岸清掃活動に係る情報共有の概念図を図 1-8、図 1-9 に、その体制の詳細と課

題点等を表 1-5、表 1-6 に示す。 
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宮古島市・多良間村が窓口
となり支援するボランティア
清掃活動の情報

県や国が実施する対策
（回収事業等）の情報

「NPO法人 宮古島 海の環境ネッ
トワーク」関係者自らが収集した
情報提供（民間団体、NPO等の
取組）

海岸管理者が例年実施する
対策事業等の情報

実施主体
地域
地区

清掃日 海岸 人数 主催者※１

（団体名）
回収量

（袋数）
回収量
（kg）

実施状況

住民団体 ▲▲ *月*日 ▲▲海岸 30 ●●自治会 無し 100 480 実施

住民団体 △△ *月*日 △△海岸 120 ●●中学校 無し
事後報告

なし
1700 実施

住民団体 ○○ *月*日 ○○海岸 50 ○○クラブ 無し 中止

市 △▲ *月*日 △▲海岸 70
宮古島市道
路建設課

有り 200 960 実施

※１ 主催者が団体でなく個人の場合は、個人名の公表の有無を確認する。
※２ 参加者募集は「NPO法人 宮古島 海の環境ネットワーク」の会員が海岸清掃活動を実施する場合に支援される

清掃実施前に提供する情報 清掃実施後に提供する情報
参加者※２

募集

 

図 1-8 宮古諸島地域における海岸清掃活動に係る情報共有の概念図 



 

12 

 

実施主体
地域
地区

清掃日 海岸 人数 主催者
※１

（団体名）
回収量

（袋数）
回収量
（kg）

実施状況

住民団体 ▲▲ *月*日 ▲▲海岸 30 ●●自治会 100 480 実施

住民団体 △△ *月*日 △△海岸 120 ●●中学校
事後報告

なし
1700 実施

住民団体 ○○ *月*日 ○○海岸 50 ○○クラブ 中止

市 △▲ *月*日 △▲海岸 70
石垣市都市
建設課

200 960 実施

※１　主催者が団体でなく個人の場合は、個人名の公表の有無を確認する。
※２　回収量は、主催者の自己申告とする。実施状況は石垣市環境課から情報提供する。

清掃実施前に提供する情報 清掃実施後に提供する情報
※２

 

図 1-9 八重山諸島地域における海岸清掃活動に係る情報共有の概念図 



 

13 

 

表 1-5 海岸清掃活動に係る情報共有の体制の詳細と課題点等（宮古諸島地域） 

海岸清掃活動の情報 情報共有の体制と課題点等 

宮古島市が窓口となり支援する

ボランティア清掃活動の情報 

・宮古島市環境保全課が清掃活動の申請状況及び実施状況を情報

提供する。 

・情報提供の頻度は関係者間の協議により定める。 

・図 1-8 の表中の「清掃実施後に提供する情報」の確認について

は以下のとおりとする。 

【回収量(袋数)】清掃の主催者がクリーンセンターへのごみの

搬入時に宮古島市に対し自己申告する。 

【回収量(kg)】：ごみの搬入時に宮古島市が記録する。 

【実施状況】申請どおりごみが搬入されなかった場合、宮古島

市が主催者に対して実施・中止の状況を確認する。 

多良間村が窓口となり支援する

ボランティア清掃活動の情報 

・多良間村住民福祉課が村内の清掃活動の実施状況を情報提供す

る。 

・情報の提供は、図 1-8 に示した一覧表に基づいて行う。 

海岸管理者（沖縄県土木建築部）

が実施する対策事業 

「海浜地域浄化対策費」の情報 

・海岸管理者が実施する事業であるが、宮古島市道路建設課及び

多良間村村づくり課に委託されているため、実施状況に係る情

報提供は市村担当課が行う。 

・情報提供の内容は、原則として実施結果とするが、年度の実施

計画が定まった段階で実施計画の情報提供にも努める。 

海岸管理者（沖縄県農林水産部）

が実施する対策事業 

「海岸保全管理費」の情報 

・海岸管理者（宮古農林水産振興センター農林水産整備課）が直

接実施する事業であるため、海岸管理者が清掃活動の実施状況

を情報提供する。 

・情報提供については上記の「海浜地域浄化対策費」と同様。 

県や国が実施する対策事業（回収

事業等）の情報 

・県が実施する対策事業では、実施部局が図 1-8 に示した一覧表

に基づいて情報提供する。沖縄県海岸漂着物対策事業で実施す

る回収事業については、事業の実施結果をとりまとめた上で、

沖縄県環境生活部環境整備課から情報提供する。 

・国が実施する対策事業では、原則として県の関連機関と連携し

て実施されると考えられるため、その際に県から国へ図 1-8 に

示した一覧表に基づいた情報提供を求める。 

参加者募集の情報 

・図 1-8 の表中の「参加者募集」の情報は、「NPO 法人 宮古島

海の環境ネットワーク」の会員が海岸清掃活動を実施する場合

に限りサポートされる予定である。 

主催者が団体ではなく個人の場

合の情報 

・主催者が団体でなく個人の場合は、個人名の公表の有無を確認

する。 

全般 
・海岸清掃の実施前に、地区公民館や地域住民に周知する取組が

必要である。どの様な方法で周知するか検討を要する。 
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表 1-6 海岸清掃活動に係る情報共有の体制の詳細と課題点等（八重山諸島地域） 

海岸清掃活動の情報 情報共有の体制と課題点等 

石垣市が窓口となり支援するボ

ランティア清掃活動の情報 

・石垣市環境課が清掃活動の申請状況及び実施状況を情報提供す

る（図 1-9 に示した一覧表に基づいて行う）。情報提供の頻度

は月 1回程度とする。 

・石垣市からの情報は、海 LOVE ネットワーク HP により、「海浜

清掃集計結果（活動実績）」、「ビーチクリーン予定表（実施予

定及び募集）」の 2つの情報として提供される。 

・図 1-9 の表中の「清掃実施後に提供する情報」の確認方法につ

いて、実施状況の有無は石垣市で確認し、中止の場合は情報提

供を行わない。また、回収量の確認と提供方法は検討を要する

が、現在のところ清掃活動実施者が任意で海 Love ネットワー

クへ自己申告する方法があげられている。 

竹富町・与那国町が窓口となり支

援するボランティア清掃活動の

情報 

・竹富町自然環境課と与那国町まちづくり課が清掃活動の実施状

況を情報提供する。 

・情報の提供は、図 1-9 に示した一覧表に基づいて行う。 

海岸管理者（沖縄県土木建築部）

が実施する対策事業 

「海浜地域浄化対策費」の情報 

・海岸管理者が実施する事業であるが、石垣市都市建設課、竹富

町建設課、与那国町まちづくり課に委託されているため、実施

状況に係る情報提供は市村担当課が行う。 

・情報提供の内容は、原則として実施結果とするが、年度の実施

計画が定まった段階で実施計画の情報提供にも努める（沖縄県

農林水産部の「海岸保全管理費」による事業で実施する場合も

同様とする）。 

海岸管理者（沖縄県農林水産部）

が実施する対策事業 

「海岸保全管理費」の情報 

・海岸管理者（八重山農林水産振興センター農林水産整備課）が

直接実施する事業であるため、海岸管理者が清掃活動の実施状

況を情報提供する。 

・情報提供については上記の「海浜地域浄化対策費」と同様。 

県や国が実施する対策事業（回収

事業等）の情報 

・県が実施する対策事業では、実施部局が図 1-9 に示した一覧表

に基づいて情報提供する。沖縄県海岸漂着物対策事業で実施す

る回収事業については、事業の実施結果をとりまとめた上で、

環境生活部環境整備課から情報提供する。 

・国が実施する対策事業では、原則として県の関連機関と連携し

て実施されると考えられるため、その際に県から国へ図 1-9 に

示した一覧表に基づいた情報提供を求める。 

参加者募集の情報 

・石垣市が窓口となり支援するボランティア清掃活動の参加者募

集については、上記のとおり。 

・八重山環境ネットワークでは主に会員が実施する海岸清掃活動

の参加者募集に係る情報提供が実施されており、これを更に広

げる必要があるか検討する。 

主催者の公表 
・海岸清掃の主催者の公表の有無を確認する。例えば、団体の場

合は原則公表、個人の場合は本人の確認をとる等。 

全般 
・海岸清掃の実施前に、地区公民館や地域住民に周知する取組が

必要である。どの様な方法で周知するか検討を要する。 
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【参考】宮古島市・石垣市のボランティア申請申込書について 

宮古島市(福祉保健部 環境保全課)、石垣市(市民保健部 環境課)では、海岸のボランティ

ア清掃の支援を実施しており、ボランティア清掃申請者へのごみ袋の提供、回収したごみの

処理(石垣市は運搬も含む)を実施している。 

本事業をとおして、ボランティア清掃活動状況の情報提供を実施するため、申込書の内容

が改訂されている（図 1-10、図 1-11）。現在、この申請に係る情報を既存の地域情報ネット

ワークへ提供し公表する取組が進められている。 

宮古島市長　　殿

　下記のとおりボランティア清掃を実施したいので、申請します。

氏名・団体名

代表者(団体のみ) 電話番号

清掃実施日

清掃場所

清掃人数

ボランティア袋
申請枚数

以上

【自己搬入について】

自己搬入の日時

搬入に使用する車
（車種・台数等）

備考

【情報公開・参加者の募集について】
　本清掃の情報を「宮古島 海の環境ネットワーク」ホームページへ掲載してよいか、
　また、同ホームページ上で本清掃への参加者を募集するかどうか、御回答下さい。

情報提供

参加募集

課長 係長 係 受付者

平成　　年　　月　　日受付

平成　　  年　　  月　　  日

宮古島市清掃ボランティア申込書

記

この度は清掃ボランティアを行っていただき、有難うございます。
ごみはしっかり分別して、市クリーンセンターまで運んでいただくよう、お願いします。

平成　　　年　　　月　　　日

枚

人

 

図 1-10 宮古島市のボランティア清掃申請申込書 
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図 1-11 石垣市のボランティア清掃申請申込書（平成 24 年 1 月改訂） 



 

17 

 

【参考】宮古島市・石垣市の地域の情報ネットワーク HP による情報共有の取組状況 

宮古環境ネットワーク HP による宮古諸島地域の清掃活動状況の情報提供を図 1-12 に、海

LOVE ネットワーク HP による八重山諸島地域の海岸清掃活動実績の情報提供を図 1-13 に、海

岸清掃活動の予定及び参加者募集の情報提供を図 1-14 に示す。 

 

 

図 1-12 NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク HP による宮古諸島地域の清掃活動状況 

（http://econet.jpn.org/beachclean.html より転写） 
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図 1-13 海 LOVE ネットワーク HP による海岸清掃活動実績の情報提供 

（http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/2011kekkahoukoku.html より転写、一部加工） 
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図 1-14 海 LOVE ネットワーク HP による海岸清掃活動の予定及び募集の情報提供 

（http://www4.ocn.ne.jp/~umilove/yoteihyou.htm より抜粋） 
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1.4.3 海岸清掃及び海岸漂着物対策に係る情報共有 

既存の地域情報ネットワークの活用により、海岸清掃に係る様々な情報の提供と共有の実

施が可能であると考えられる。現時点で想定される海岸清掃に係る情報等を以下に列記する。 

・海岸清掃方法や運搬処理に係る情報提供 

・海岸清掃に係る相談窓口 

・県や国が実施する対策（地域計画、調査等）の情報提供 

 

(1) 海岸清掃方法や運搬処理に係る情報提供 

海岸清掃方法や海岸漂着物の運搬処理に係る情報は、各地域の海岸漂着物対策の検討・計

画や、ボランティア清掃活動を行う上で参考となる重要な情報であり、情報共有することは

意義深いと考えられる。 

海岸清掃方法や運搬処理に係る情報提供は、「八重山環境ネットワーク」で実施されてお

り、これは各地域において同情報の提供を検討する上で参考になると思われる。 

 

 

図 1-15 海岸清掃方法や運搬処理に係る情報提供の一例 

八重山環境ネットワーク HP の「海浜清掃」（http://www.churaumi.net/beach.html より転写） 
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(2) 海岸清掃に係る相談窓口 

ボランティア等による海岸清掃に係る主な相談窓口としては、市町村の廃棄物担当課やNPO

等民間団体等が挙げられる。表 1-7 に相談窓口毎の相談内容の例を示す。 

また、宮古諸島、八重山諸島地域において検討された海岸清掃活動に係る主な相談窓口と

相談内容を表 1-8 に示す。 

表 1-7 海岸清掃活動に係る主な相談窓口と相談内容の例 

機関・団体 相談できる内容 

海岸清掃が実施される海岸の 

市町村廃棄物担当課 

回収袋の支給等の支援、ごみの分別・取扱い、

ごみの搬入方法等 

海岸清掃活動の実績がある 

地域の NPO 等民間団体 
海岸清掃の企画や実施方法、情報交換 

 

表 1-8 宮古諸島、八重山諸島地域の海岸清掃活動に係る主な相談窓口と相談内容 

対象地域 機関・団体 相談できる内容 

宮古島市 宮古島市 環境保全課 
回収袋の支給等の支援、ごみの分別・取扱い、

ごみの搬入方法等 

多良間村 多良間村 住民福祉課 ごみの分別・取扱い、ごみの搬入方法等 

宮
古
諸
島 

宮古諸島 
NPO 法人 宮古島 海の環

境ネットワーク 
海岸清掃の企画や実施方法、情報交換 

石垣市 
石垣市 市民保健部 環

境課 

回収袋の支給等の支援、ごみの分別・取扱い方

法等 

竹富町 竹富町 自然環境課 ごみの分別・取扱い、処理方法等 

与那国町 与那国町 まちづくり課 ごみの分別・取扱い、ごみの搬入方法等 

石垣島 
海 LOVE ネットワーク事務

局 
海岸清掃の企画や実施方法、情報交換 

八
重
山
諸
島 

西表島 
NPO 法人 西表島エコツー

リズム協会 
海岸清掃の企画や実施方法、情報交換 

 

地域の情報ネットワーク HP 等の情報共有の場に、海岸清掃に係る相談窓口が併設されてい

れば、海岸清掃活動を実施する者にとっては、情報ネットワーク HP 等をより活用しやすくな

ると考えられる。宮古環境ネットワークの「海岸清掃事業」では、インターネットを利用し

た海岸清掃に係る相談窓口を運用している。インターネットを活用した相談窓口は、携帯電

話を含めインターネット接続できる環境であれば、比較的活用しやすいという利点がある。 
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図 1-16 NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク HP の「海岸清掃事業」 

（http://econet.jpn.org/cleanup.html より抜粋） 
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(3) 県や国が実施する対策（地域計画、調査等）の情報提供 

既存の地域情報ネットワークにおいて、沖縄県が平成 21～24 年度にかけて実施している

「沖縄県海岸漂着物対策事業」や、海岸管理（海岸保全区域）の情報、近年実施されてきた

環境省による海岸漂着物対策等の情報をリンクすることにより、県や国が実施している海岸

漂着物対策の普及啓発が進むことが期待される（図 1-17～図 1-19）。 
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図 1-17 沖縄県環境生活部環境整備課 HP の「海岸漂着物対策について」 

（http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/ippan/marine_litter/index.html より転写） 
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図 1-18 沖縄県環境生活部環境整備課 HP の「海岸の管理（海岸保全区域）」 
（http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/ippan/marine_litter/kaigankanri.html より転写） 

※「おきなわの川と海」はパンフレットであり、沖縄県の河川・砂防・海岸管内図が記載されている 

 

 

図 1-19 環境省 HP の「漂流・漂着ゴミ対策」 

（http://www.env.go.jp/water/marine_litter/index.html より転写） 
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1.4.4 普及啓発・環境教育に係る情報共有 

既存の地域情報ネットワークの活用により、海岸漂着物問題・対策の普及啓発・環境教育

に係る様々な情報の提供と共有の実施が可能であると考えられる。現時点で想定される普及

啓発・環境教育に係る情報等を以下に列記する。一例として、沖縄県環境生活部環境整備課

HP による海岸漂着物等の発生抑制に係る普及啓発教材を図 1-20 に示す。 

 

・国や県の普及啓発・環境教育事業の情報提供 

・当該地域の学校等が実施する普及啓発・環境教育事業の情報提供 

・他地域における普及啓発・環境教育事業の情報提供 
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図 1-20 沖縄県環境生活部環境整備課 HP の｢海岸漂着物等の発生抑制に係る普及啓発教材｣ 

(http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/ippan/marine_litter/keihatsu.html より転写) 
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2．清掃計画の策定 

沖縄県地域計画では、海岸清掃計画策定の方針として、「効率的・効果的な海岸漂着物対策

を進めるために必要と認められる場合には、沖縄県が中心となり、地域毎等に海岸清掃計画

（年度計画）の策定に努めるものとする。海岸清掃計画を策定するにあたっては、ごみの漂

着状況、国や県による対策事業や調査の実施状況、海岸漂着物の回収に係る海岸区分（国や

県の予算措置による清掃実施が望ましい海岸、行政機関の例年予算により清掃を実施する海

岸、地域住民やボランティア団体等の清掃の実績のある海岸、新たに清掃の実施が望まれる

海岸等の区分）等の情報を整理した上で、地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の

関係者による情報交換と協議を踏まえる必要がある。」としている。 

本項では、県内の各地域における海岸清掃計画の策定のための方針を示す。 

 

2.1 現状と課題 

沖縄県内では、ボランティア海岸清掃に加え、国や県、市町村が実施する対策事業、回収

を伴う実態調査等の様々な海岸漂着物に係る対策が実施されている。しかしながら、これら

の対策については、各々の計画に基づき実施されており、地域での連携した取組とはなって

いない。特に、行政機関が実施する対策事業は進行状況に応じた情報共有が困難であるため、

ボランティア海岸清掃活動が活発な地域では、地域単位における効率の良い海岸清掃を実施

する上で必要な情報を得ることが難しい。 

 

2.2 対策の基本方針 

予め行政機関が実施する事業を含めた年度計画が示されていれば、ボランティア側は清掃

活動を効率的に計画することができると考えられることから、地域関係者において、効果的

かつ有効な対策を進めるために海岸清掃計画の策定が必要と判断される場合には、沖縄県が

中心となって当該地域の海岸清掃計画（年度計画）を策定する。 

計画の策定にあたっては、これまでの県内各地域・各主体の様々な取組を生かした上で、

沖縄県海岸漂着物対策事業の成果や、今後の国や県の予算措置、更には地域関係者による協

議を踏まえる必要があると考えられる（図 2-1）。 

したがって、効果的な清掃計画策定のための情報整理と策定方法、更には個々の取組の相

互理解と意見交換の場としての地域関係者による調整方法について検討する。 

 

図 2-1 海岸清掃計画策定方法の概念図 
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2.3 清掃計画策定のために参考となる情報 

清掃計画を策定するにあたっては、表 2-1 に示すとおり沖縄県海岸漂着物対策事業の成果

や海岸管理者の所轄範囲、地域関係者による協議等が参考になると考えられる。 

 

表 2-1 清掃計画策定にあたり参考となる情報等 

項目 得られる情報等 

海岸漂着物の概況調査結果 

（沖縄県海岸漂着物対策事業で実施） 

平成 21～23 年度における県内の海岸の海岸

漂着物現存量及び種類、回収方法検討のため

の海岸の地形的特長等 

海岸漂着物のモニタリング調査結果 

（沖縄県海岸漂着物対策事業で実施） 

県内の地域別（市町村別・島別等を含む）の

年間及び季節別漂着量、及び海岸漂着物の種

類等 

重点対策区域における対策の優先度の評価 

（沖縄県海岸漂着物対策地域計画） 

県内の海岸の自然条件や社会条件等を踏まえ

た対策の優先順位 

海岸漂着物の回収事業の結果 

（沖縄県海岸漂着物対策事業で実施） 
回収事業の実施内容と効果 

海岸管理者の所轄範囲で実施される回収事業 海岸清掃の実施範囲、実施単位等 

市町村を中心とした地域関係者による協議 
清掃を実施するべき海岸に関する情報、海岸

清掃に関するニーズ 

情報ネットワーク〔HP 等〕 

（沖縄県海岸漂着物対策事業で充実化の予定） 
海岸清掃の実施状況とその成果 
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2.4 清掃計画策定方法 

清掃計画は、国や県等の予算措置がある場合（特別な予算措置がなければ対策が不可能な

海岸を想定／例えば沖縄県海岸漂着物対策事業による回収事業）、行政機関の例年予算による

措置の場合（海岸管理者等が実施する所轄の保全対策費等による回収事業等）、通常時の取組

の場合（主に日常的なボランティア清掃等の取組）のそれぞれに適応した海岸の区分を行っ

た上で策定する必要があると考えられる。 

海岸清掃計画策定の方法及び留意事項について表 2-2 に、海岸の区分と清掃計画策定の概

念図を図 2-2 に、清掃計画策定のための海岸漂着物等の情報と海岸区分の一例（多良間村）

を図 2-3 に示す。また、海岸清掃計画策定に係る課題点等を表 2-3 に示す。 

表 2-2 清掃計画策定の方法及び留意事項 

清掃計画の種類 清掃計画策定の方法 留意事項 

国や県等の予算

措置がある場合 

 清掃実施に多くの予算を要するた

め、国や県等の予算措置がされなけれ

ば清掃が困難となる海岸を選定した

上で清掃計画を策定する。 

・前出の表 2-1 から得られる情報を有

効活用しつつ、予算規模を段階的に

想定した上で、清掃計画を策定する。

 

・既存の国の補助事業制度等の提要条

件に該当する場合は、その補助事業

制度の活用を優先する。 

行政機関の例年

予算による措置

の場合 

 

及び 

 

通常時の取組の

場合 

 原則として上記の「国や県等の予算

措置がある場合」に対応する海岸以外

を対象とし、以下の 2つの視点で海岸

を整理し、清掃計画を策定する。 

 

①海岸管理者による例年予算（土木建

築部による海浜地域浄化対策費や

農林水産部による海岸保全管理費

等）の実績のある海岸、加えて地域

関係者からの要望により新たに計

画・実施が望まれる海岸を選定し、

清掃計画を策定する。 

 

②住民等のボランティア清掃の定例

的な実績がある、加えてボランティ

ア清掃が可能な海岸を整理し、更に

は地域の情報ネットワークが保有

する海岸清掃活動の情報を踏まえ

た上で清掃計画を策定する。 

・前出の表 2-1 から得られる情報を有

効活用し、地域における海岸清掃へ

のニーズを考慮し、効率的かつ効果

的な計画を策定する。 

 

・地域関係者の協力により、日常的に

ボランティア清掃活動の取組が効果

をあげている海岸では、その取組の

継続を重視する。 

 

・日常的に海岸漂着物が殆ど無い状態

を維持するべき海岸と、定期的に清

掃を実施するべき海岸の整理をした

上で検討することが望ましい。 

 

・既存の国の補助事業制度等の提要条

件に該当する場合は、その補助事業

制度の活用を優先する。 
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図 2-2 海岸の区分と清掃計画策定の概念図 
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図 2-3 多良間村における清掃計画策定のための 

海岸漂着物等の情報と海岸区分（案） 
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表 2-3 海岸清掃計画策定に係る課題点等 

項目 課題点等 

海岸の区分 

・「海岸管理者の清掃事業を計画する海岸」の選定については、住民等のボ

ランティア清掃が可能な海岸や日常的にボランティア清掃が行われてい

る海岸と重複する場合も想定されることから、海岸の選定は、海岸管理者

だけでなく、多様な地域関係者の意見を考慮する必要があると考えられ

る。 

・「沖縄県海岸漂着物対策地域計画」で定める重点対策区域は、原則として

有人島を対象に選定している。有人島だけに清掃計画が必要かどうか、各

地域の実情に応じて検討しておく必要があると思われる。 

清掃計画の策定 

・「国や県の予算措置により清掃する海岸」以外の海岸であっても、長期間

清掃活動がされず、ボランティア清掃では回収しきれない量の海岸漂着物

が蓄積される場合がある。その場合には海岸管理者や国及び県の対策事業

計画が策定できるよう柔軟な対応が求められる。 

・表 2-2 及び図 2-2 で示した清掃計画策定方法にとらわれず、例えば、大

きなごみを国や県の予算措置や海岸管理者等の事業で回収し、小さなごみ

をボランティア清掃で回収することが効果的な場合もあることを考慮し、

柔軟な清掃計画の策定が求められる。 
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2.5 地域関係者・関係機関による情報共有と活動計画のための調整会議の場の確保 

 

2.5.1 調整会議開催の目的 

各地域では、多様な住民団体・行政機関等が海岸清掃活動を含む様々な海岸漂着物対策を

実施している（表 2-4）。これらの住民団体・行政機関等の間でそれぞれの活動や事業実施に

係る情報を共有し、更には将来実施する活動や事業計画について意見交換が実施できれば、

当該地域における効率的・効果的な海岸漂着物対策の実施につながると考えられる。したがっ

て、少なくとも年に 1 回程度は地域関係者・関係機関による情報共有と清掃計画のための調

整会議の場が確保されることが望ましい。 

 

表 2-4 各地域において実施されている海岸漂着物対策等 

実施主体 海岸漂着物対策等 

地区公民館、地元漁業協同組合、レジャー団体が例年実施する海岸清掃活動 

（例として、観光シーズンあるいは海神祭の前に実施する海岸清掃活動等） 

ボランティア団体による継続的な海岸清掃活動 

地元企業が実施する地域貢献のための海岸清掃活動 

民間団体等 

地域の NPO 等が実施する海岸清掃事業 

地元小中学校による海岸清掃活動 

海岸管理者が実施する海岸保全事業 

（例えば海浜地域浄化対策費や海岸保全管理費） 

県が実施する回収事業や調査事業（沖縄県海岸漂着物対策事業が該当） 

公共団体・ 

行政機関等 

国が実施する調査（H19～H22 年度には環境省モデル調査が一部の地域で実施された）

 

宮古諸島、八重山諸島地域において検討された海岸清掃に係る情報共有と活動計画のため

の調整会議の実施体制を表 2-5、表 2-6 に示す。 

 

 【参考】調整会議の取組状況 

宮古諸島地域では平成 24 年度より新たに設置され、八重山諸島地域では平成 24 年度より

八重山環境ネットワークの総会と併せて実施されている。 

・宮古諸島地域 

「宮古諸島地域における海岸清掃連絡調整会議」を新たに新設し、検討された役割分担の

もと平成 24 年 5 月 30 日に第 1回宮古諸島地域における海岸清掃連絡調整会議を開催した。 

・八重山諸島地域 

八重山環境ネットワーク総会の議題の一つとして平成 24 年 5 月 24 日に実施した。 
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表 2-5 宮古諸島における情報共有と活動計画のための調整会議の実施体制 

名称(仮称) 宮古諸島地域における海岸清掃連絡調整会議 

開催通知 NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク 情報ネットワーク委員会 

司会進行役 沖縄県 宮古事務所 総務課 

記録係 要検討 ※出された意見の概要を整理しておく必要があると判断される 

構成員 

第十一管区海上保安本部 宮古島海上保安署 

沖縄県 宮古事務所 総務課 

沖縄県 土木建築部 宮古土木事務所 維持管理班 

沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター 農林水産整備課 漁港水産班 

沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター 農林水産整備課 農林整備班 

沖縄県 福祉保健部 宮古福祉保健所 生活環境班 

宮古島市 福祉保健部 環境保全課 

多良間村 住民福祉課 

宮古島漁業協同組合 

池間漁業協同組合 

伊良部漁業協同組合 

宮古島美ら海連絡協議会 

セブンシーズ宮古島 

NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク 情報ネットワーク委員会 

NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク 海岸清掃委員会 

開催時期 5 月第 4週目の水曜日 

会場 宮古島市役所会議室あるいは宮古合同庁舎会議室 

会議資料 

①宮古諸島における清掃計画策定のための海岸漂着物等の情報と海岸区分図 

②各構成員の海岸清掃活動・清掃事業等の年度実施計画（持ち寄り） 

※①は共通資料とし、当面は本事業で整理した海岸区分図とする。 

議事進行 

の内容 

１．各構成員が予定している海岸清掃活動・清掃事業等の年度実施計画を説明。 

２．共通資料の海岸区分図（上記①）を踏まえて各構成員の計画に対象地域（海岸）

と時期の重複の有無について確認。 

３．各構成員の年度実施計画について意見や指摘を行った上で、計画変更や改善点

について意見交換。 

実施におけ

る留意点 

・この会議では、各構成員の清掃計画を決定するものではなく、あくまでも意見交

換の場と位置付ける。 

・司会進行役は議事を円滑に進める役割を持つが、話をとりまとめる必要はない。

会議の結果の取扱いは、各構成員がそれぞれ持ち帰り検討する。 
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表 2-6 八重山諸島における情報共有と活動計画のための調整会議の実施体制 

名称(仮称) 
八重山諸島地域における海岸清掃連絡調整会議 

【八重山環境ネットワーク総会に併せて実施を想定】 

開催通知 
八重山環境ネットワーク総会に併せて実施するため、開催通知と司会進行役は総会の

体制に合わせることを想定する。 

司会進行役  

記録係 要検討 ※出された意見の概要を整理しておく必要があると判断される 

構成員 

環境省 那覇自然環境事務所 石垣自然保護官事務所 

第十一管区海上保安本部 石垣海上保安部 警備救難課 

沖縄県 総務部 八重山事務所 総務課 

沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所 維持管理班 

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター 農林水産整備課 漁港水産班 

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター 農林水産整備課 農林整備班 

沖縄県 福祉保健部 八重山福祉保健所 生活環境班 

石垣市 市民保健部 環境課 

竹富町 自然環境課 

与那国町 まちづくり課 

八重山漁業協同組合 

与那国町漁業協同組合 

八重山環境ネットワーク 

石垣島沿岸レジャー安全協議会 

NPO 法人 西表島エコツーリズム協会 

西表エコプロジェクト 

石垣ビーチクリーンクラブ 

海 LOVE ネットワーク事務局 

開催時期 5 月第 4週目の木曜日（可能であれば例年の実施月・週・曜日を予め定めておく） 

会場 石垣港湾合同庁舎 会議室 

会議資料 

①八重山諸島における清掃計画策定のための海岸漂着物等の情報と海岸区分図 

②各構成員の海岸清掃活動・清掃事業等の年度実施計画（持ち寄り） 

※①は共通資料とし、当面は本事業で整理した海岸区分図とする。 

議事進行 

の内容 

１．各構成員が予定している海岸清掃活動・清掃事業等の年度実施計画を説明。 

２．共通資料の海岸区分図（上記①）を踏まえて各構成員の計画に対象地域（海岸）

と時期の重複の有無について確認。 

３．各構成員の年度実施計画について意見や指摘を行った上で、計画変更や改善点に

ついて意見交換。 

実施におけ

る留意点 

・この会議では、各構成員の清掃計画を決定するものではなく、あくまでも意見交換

の場と位置付ける。 

・司会進行役は議事を円滑に進める役割を持つが、話をとりまとめる必要はない。会

議の結果の取扱いは、各構成員がそれぞれ持ち帰り検討する。 
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3．回収体制の確立 

沖縄県地域計画では、回収体制の確立について、「海岸漂着物等の回収方法や処理方法等、

必要とされる回収体制は地域毎等により異なると考えられるため、それぞれの回収体制を構

築する必要がある。回収体制を確立する上での基本理念は、「民間でできることは民間で、民

間でできないことは行政で、行政がやるべきことは行政で実施する」とする。例えば、回収

は民間が主体で実施し、運搬・処分を行政が担当する、という体制が考えられるが、加えて、

同地域内の地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の活動情報を共有し、時には共同

で海岸清掃を行うことが可能な仕組みづくりも必要である。」としている。 

本項では、県内の実情に合わせた回収体制の確立の方針を示す。 

 

3.1 現状と課題 

海岸漂着物の回収は、ボランティア海岸清掃に加え、国や県が実施する対策事業、危険物

等の大量漂着時の対応等の様々な形態が想定される。沖縄県内では、海岸漂着物の個々の問

題に対応した様々な取組が行われてきたが、その対応には地域差があり、回収体制に係る方

針等が十分に整理されていないことから、地域関係者の相互協力による効率的な回収処理が

実施できていない、あるいは災害等緊急時の漂着被害対策の連絡体制が整備されておらず、

対策の実施が遅れるという事態が見受けられる。 

 

3.2 対策の基本方針 

日常的な海岸清掃活動や災害等緊急時における地域関係者の適切な役割分担を踏まえた連

絡体制や回収体制が構築されることにより、現状よりも効率的・効果的な海岸漂着物対策が

実施できると考えられる。そのためには、県内で想定される様々な形態の海岸漂着物の回収

体制について、法制度等を準拠しつつ、県内の状況を踏まえた統一的な方針の整理が必要で

あることから、海岸漂着物の回収体制を以下①～④の 4項目（回収処理に係る 3項目及び連

絡体制に係る 1項目）に分けて検討する。図 3-1 に回収体制確立の概念図を示す。 

 

①回収体制の基本方針 

各地域で基本となる回収処理体制の確立。 

②災害等緊急時の回収体制 

流木・廃油・薬品類・医療系廃棄物等の大量漂着時の回収処理体制の確立。 

③著しい環境影響及び人的被害の恐れのある海岸漂着物の日常的な回収体制 

清掃活動以外で危険物等が回収された場合の対応の確立。 

④地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や、災害等緊急時に相当する漂着被害を確

認した場合の連絡体制 

地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等（廃家電、爆発物、正体不明の液体入り容

器、保護動物の死骸等）、廃油ボールや木材等の大量漂着を確認した場合の連絡体制の確立。 
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図 3-1 回収体制確立の概念図 
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3.3 回収体制の基本方針 

海岸漂着物等の回収体制については、前項 清掃計画の策定方針と同様に、「通常時の海岸

清掃の取組」、「行政機関の例年予算による措置」、「国や県等の予算措置による回収事業」に

整理した上で検討する必要があると考えられる。 

「通常時の海岸清掃の取組」とは、主に日常的な地域の取組（ボランティア清掃や行政機

関等による定期的な清掃活動の取組等）の場合とする。 

「行政機関の例年予算による措置」とは、海岸管理者等が実施する所轄の保全対策費等に

よる回収事業等（前出の沖縄県土木建築部による海浜地域浄化対策費や農林水産部による海

岸保全管理費等）を実施する場合とする。 

「国や県等の予算措置による回収事業」とは、沖縄県海岸漂着物対策事業で実施する回収

事業のように、予算措置の上で事業として受託業者が実施する場合とする。 

上記のそれぞれの場合の基本となる回収体制を表 3-1 に整理した。各地域において、この

回収体制案が実施可能であるかどうかを判断基準として、今後はそれぞれの地域にあった回

収体制を検討することが必要である。 

表 3-1 県内で基本となる海岸漂着物の回収体制 

想定される 

清掃形態 

地域住民 

ＮＰＯ等 
市町村 

海岸管理者 

（沖縄県） 
受託業者 

廃棄物担当部

局(沖縄県) 

処理可能な 

ごみの受入れ 

 

国の補助金制

度の活用検討

注 1)

生命、身体に危険

を及ぼすおそれ

のあるごみの、関

係行政機関と連

携した速やかな

対応 

 

海岸清掃活動

の実施 

回収が困難なごみへの対応協議  

通常時の海岸 

清掃の取組 

行政機関が主催する海岸愛護月間を通した清掃活動

等の実施 

 

行政機関の 

例年予算に 

よる措置 

注 2) 

回収事業への

協力 

事業の受託 

 

海岸漂着物 

の適正処理 

事業の発注と管

理 

 

国や県等の 

予算措置 

による 

回収事業 

注 3) 

回収事業への

協力 

事業系一般廃

棄物の受入れ 

県の補助金制

度の活用 

事業の発注 

 

回収事業の管理 

回収事業の

実施 

 

産業廃棄物

の適正処理 

適正処理の 

監督・指導 

注 1)市町村単位で一定期間の間に 150m3 以上の漂着がみられた場合には、市町村が事業主体となる環

境省の「災害等廃棄物処理事業費補助金」の積極的な活用も検討する必要がある。 

注 2)沖縄県土木建築部による海浜地域浄化対策費や農林水産部による海岸保全管理費等を想定。 

注 3)沖縄県海岸漂着物対策事業では、原則として海岸管理者が事業主体として、回収事業を発注する。

なお、平成 25～26 年度にかけては市町村が実施する回収事業に対し、県の補助金の活用が可能で

ある。 
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3.3.1 回収体制の基本方針の確立に係る調整事項等 

(1) 「災害等廃棄物処理事業費補助金」の活用（市町村） 

前出表 3-1 の注１に示したとおり、市町村単位で一定期間の間に 150m3 以上の漂着がみら

れた場合には、市町村が事業主体となる環境省の「災害等廃棄物処理事業費補助金」の積極

的な活用も検討する（次項 4.コスト低減対策で詳述）。 

 

(2) 海岸管理者と市町村の海岸清掃範囲の調整案 

例えば、集客力があり観光地として価値のある海岸については、海岸の存在によって地元

市町村が得られる利益も考慮し、その海岸の清掃で回収された処理困難物の処理費用は市町

村が負担し、他の海岸については海岸管理者が処理困難物の処理費用を負担するという考え

方もある（他県で検討されている実例がある）。 

 

(3) 海岸管理者が関係行政機関と連携し対応する危険な海岸漂着物について 

海岸に漂着した危険物の対応については、危険物漂着時に海岸管理者が行うと想定される

初動対応についてとりまとめられた「海岸漂着危険物対応ガイドライン（平成 21 年 6 月 農

林水産省農村振興局及び水産庁・国土交通省河川局及び港湾局）」がある（入手先：国土交通

省 http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html）。 

この中で、海岸漂着危険物の種別として 7区分が示されている。 

 

表 3-2 「海岸漂着危険物対応ガイドライン」に示されている海岸漂着危険物 

区分 主な品目 

引火性液体 燃える液体（ガソリン、灯油、オイル、重油等） 

火薬等 爆発性のもの(発炎筒、信号弾、不発弾、花火、爆竹 等) 

高圧ガス ガスの入ったもの(スプレー缶、消火器、プロパンガスボンベ等) 

医療系廃棄物 病院で使うもの（注射器 薬瓶 等） 

薬品類 

中身のよくわからない袋、容器（ポリタンク、農薬 等） 

HNS(有害危険物質: キシレン、ベンゼン等） 

可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性、放射性、腐食性物質等 

動物死体 
海洋生物(毒性のあるもの、触らないように注意)、海産哺乳類、 

鳥類の死体 等 

その他 切れたりして触ると危ないもの（ガラス類、刃物、金属片 等） 

「海岸漂着危険物対応ガイドライン（平成 21 年 6 月 農林水産省農村振興局及び水産庁・国土交

通省河川局及び港湾局）」より作成 
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3.3.2 「通常時の海岸清掃の取組」の基本方針 

ボランティア海岸清掃等を主体とした通常時の海岸漂着物の処理状況による地域区分と課

題点の概念図を図 3-2 に、処理状況による区分毎の該当地域を図 3-3 に、地域区分毎の課題

点を図 3-4 に整理した。 

処理困難物の処理費
の確保に課題がある

運搬費の確保に課題
がある

処理困難物の処理費
の確保に課題がある

運搬費の確保に課題
がある

処理困難物の処理費
の確保に課題がある

●

●

●

 

図 3-2 通常時の海岸漂着物の処理状況による地域区分と課題点の概念図 
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表 3-3 通常時の海岸漂着物の処理状況による区分毎の該当市町村 

処理状況による区分 地域(市町村) 

域内の処理施設により

処理が可能な地域 

<本島及び周辺離島地域> 

名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金

武町、うるま市、沖縄市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、宜

野湾市、浦添市、西原町、与那原町、南城市、那覇市、豊見城市、八重瀬町、

糸満市、伊江村、渡嘉敷村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町 

<宮古諸島地域> 

宮古島市 

<八重山諸島地域> 

石垣市 

域内の処理施設により

処理が可能だが、海上

運搬が必要な地域 

<本島及び周辺離島地域> 

うるま市(津堅島)、南城市(久高島) 

<宮古諸島地域> 

宮古島市(伊良部島、下地島)、宮古島市(大神島) 

<八重山諸島地域> 

該当なし 

殆どは処理困難物とし

て海上運搬及び業者処

理が必要な地域 

<本島及び周辺離島地域> 

伊平屋村、伊是名村、座間味村、粟国村 

<宮古諸島地域> 

多良間村 

<八重山諸島地域> 

竹富町、与那国町 

※本表は廃棄物担当課へのヒアリング結果等を基とした 

 

表 3-4 通常時の海岸清掃の取組に係る課題点等 

処理状況による区分 課題点等 

域内の処理施設により処理が可能な

地域 

・国の補助金制度を活用できるケースの具体的な想定、他の環境

保全対策費の配分等の検討が必要である。 

域内の処理施設により処理が可能だ

が、海上運搬が必要な地域 

・国の補助金制度を活用できるケースの具体的な想定、他の環境

保全対策費の配分等の検討が必要である。 

・ごみの海上運搬について回収者による自己運搬が困難な場合に

は、地域関係者・行政機関等の協力体制、役割分担等を検討す

る必要がある。 

殆どは処理困難物として海上運搬及

び業者処理が必要な地域 

・国の補助金制度を活用できるケースの具体的な想定、他の環境

保全対策費の配分等の検討が必要である。 

・処理困難物の海上運搬・処理について、回収者による自己運搬

が困難な場合には、地域関係者・行政機関等の協力体制、役割

分担等を検討する必要がある。 

・将来予定されている小型焼却炉の利用による効果について、具

体的な予測の検討が必要である。 

地域全般 

・処理困難物の処理については、回収者による処理委託が困難な

場合には、個々に関係行政機関を中心に対応を検討する必要が

ある。また、対応する新しい制度の検討や、制度にともなう財

政措置が必要である。 
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3.4 災害等緊急時の回収体制 

県内の海岸では、時おり流木、廃油ボール、劇薬入り容器、医療系廃棄物等が大量に漂着

する。流木は、海岸の利用を妨げるだけでなく、再漂流すると船舶事故につながる恐れがあ

り、また、廃油ボール、劇薬入り容器、医療系廃棄物等は、自然環境への影響や人的被害を

及ぼす恐れがある。これらの海岸漂着物が大量にみられた場合には、早期の対策が効果的で

あるため、緊急時の対策・体制作りが必要である。 

また、大量の漂着ごみがみられた場合には、市町村が事業主体となる環境省の「災害等廃

棄物処理事業費補助金」、海岸管理者が事業主体となる国土交通省・農林水産省による「災害

関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」等の制度の積極的な活用も検討する必要がある（次

項 4.コスト低減対策で詳述）。 

本項では、以下に示す 3項目について整理した。 

・災害等緊急時の連絡体制（大規模な漂着事故発生時） 

・地域レベルで対応する場合の災害等緊急時の回収体制 

・災害等緊急時の地域の情報収集と伝達体制 

 



 

44 

 

3.4.1 災害等緊急時の連絡体制 

大規模な漂着事故発生時の連絡・対応検討の体制を図 3-3 に示す。 

沖縄県内の海岸で大規模な流木・油・劇薬・医療系等の漂着事故が発生した場合には、第

十一管区海上保安本部による迅速な現場確認が行われる。 

現状として、事故の発生が「沖縄本島地域の場合及び本島以外の地域であっても県レベル

の対応が必要と判断される場合」には、沖縄県 知事公室 防災危機管理課へ通達され、県（本

庁）関係機関が中心となりそれぞれの所管事務への影響と対策を検討する体制となっており、

一方で「地域レベルで対応可能と判断される場合」には、該当地域の海岸管理者及び市町村

担当課へ通達され、地域行政機関が中心となって影響と対策を検討する体制となっている。 

 

沖縄県 知事公室 防災危機管理課

港湾課 海岸防災課漁港漁場課水産課

各保健所

衛生環境研究所

環境整備課

自然保護課

水産業に係る
研究機関

各漁業協同組合及び
その関係機関

各農林土木事務所

各農林水産振興
センター

各土木事務所

中城湾港建設事務所
各土木事務所

市町村担当課
市町村担当課

環境保全課

市町村担当課

該当地域の
海岸管理者

市町村担当課

 

図 3-3 大規模な漂着事故発生時の連絡・対応検討の体制 
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3.4.2 地域レベルで対応する場合の災害等緊急時の回収体制 

前項で述べた、地域レベルで対応可能と判断された場合における災害等緊急時の回収体制

の基本方針を表 3-5 に、回収体制を図 3-4 に示す。 

地域レベルで対応する場合の回収体制は、該当地域の関係行政機関（海岸管理者、県福祉

保健所、関係市町村等）により回収体制を検討した上で、回収処理を実施する。 

 

表 3-5 地域レベルで対応する場合における災害等緊急時の回収体制の基本方針 

想定される 

ケース 

取扱い 

の協議 
被害と対策の周知

想定される 

回収の主体 
処理 

流木の 

大量漂着 

海岸管理者が主体とな

り、関係市町村が 

協力 

廃油の 

大量漂着 

 

注) 

地域住民や NPO 等の協

力 

劇薬・医療系

廃棄物等の大

量漂着 

海岸管理者 

 

関係市町村 

 

福祉保健所 

・地域新聞等のマ

スコミ 

 

・区長への連絡網 

 

・防災無線 

 

・海岸漂着物の情

報ネットワーク

HP 及びメーリン

グリスト 

 

・県市町村 HP 

 

     等 

海岸管理者が主体とな

り、関係市町村が 

協力 

海岸管理者が主体

となり、関係市町

村が協力 

※沖縄県廃棄物担

当部局が適正処

理の監督・指導

 

なお、流木等が大量

に漂着した場合に

は、環境省の「災害

等廃棄物処理事業

費補助金」、国土交

通省・農林水産省に

よる「災害関連緊急

大規模漂着流木等

処理対策事業」等の

制度の積極的な活

用も検討する。 

注)県内における廃油の大量漂着の発見に際しては、第十一管区海上保安本部が大きく貢献している。 
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図 3-4 地域レベルで対応する場合の大規模な漂着事故発生時の回収体制 
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3.4.3 災害等緊急時の地域の情報収集と伝達体制 

災害等緊急時の地域の情報収集と伝達については、図 3-5 に示すとおり地域の情報ネット

ワークが保有するメーリングリストを活用することで、適切な地域関係者に迅速に情報を伝

達することが可能であると考えられ、且つ地域関係者からの新たな情報等のフィードバック

も期待できる。宮古諸島・八重山諸島で検討された情報ネットワーク HP による災害等緊急時

の地域の情報収集と伝達体制を図 3-6 に示す。 

 

 

図 3-5 災害等緊急時の地域の情報収集と伝達体制の概念図 

 

 

図 3-6 宮古諸島･八重山諸島で検討された災害等緊急時の地域の情報収集と伝達体制 

 



 

48 

 

3.5 著しい環境影響及び人的被害の恐れのある海岸漂着物の日常的な回収体制 

県内の海岸では、割れたガラス・電球類、医療系廃棄物（注射器、バイアル等）、廃油ボー

ル、農薬・薬品類の容器等の危険物がみられるが、これらを地域住民や観光客等が環境配慮

の観点から個々に回収する場合がある。 

この様に、危険物等が海岸清掃活動以外で回収された場合には、その回収量は僅かであり

ながら、回収した住民や観光客にとって取扱いは簡単ではないことが想定されるため、市町

村が受入れの窓口になることが望ましいと考えられる。 

 

3.5.1 竹富町の取組 

環境省の第 1 期モデル調査（石垣市・竹富町）では、個々の住民が海岸で回収した危険物

は、竹富町が受入れる取組が検討され、平成 23 年度から実施されている。〔第 1 期モデル調

査結果では、竹富町の調査範囲（ウナリ崎～中野海岸の 5km の範囲）の廃油ボールと医療系

廃棄物の年間漂着量推計値から求めた運搬処理費は\6,000／年程度であった〕 

現在の運用状況は、「割れたガラス・電球類」、「医療系ごみ（注射器、バイアル等）」、「廃

油ボール、農薬・薬品類の容器等」の回収箱を設置しており、竹富町自然環境課及び西表島

エコツーリズム協会が窓口となって、これらの海岸漂着物を回収した者に対し、竹富町が設

置した回収箱を紹介している。 

 

 

図 3-7 西表島にある竹富町西部出張所に設置された 

著しい環境影響及び人的被害の恐れのある海岸漂着物の回収箱 
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3.5.2 竹富町の取組の運用方法について 

個々の住民が海岸で回収した危険物を竹富町が受入れる取組が開始された事を受け、その

運用の充実を図るための調整が地元関係者間（主に竹富町自然環境課、NPO 法人西表島エコ

ツーリズム協会）で実施され、以下の運用ルールが整理されている。 

 

 

【竹富町の各出張所で回収する漂着ごみについて】 

島民や観光客が個人的に拾った危険ごみを出張所で受け付けるため、今後は５つの回収箱

を設置する。回収の対象とするごみは以下のとおりとする。 

 

① ガラス回収箱（竹富町リサイクルセンターで受入・処理） 

 蛍光灯以外のガラス類（ガラス片・電球） 

② 蛍光灯回収箱 

 蛍光灯のみ（蛍光灯は水銀を含むため、電球とは別に処理する必要がある） 

③ 薬品回収箱（取扱いの判断ができない場合は八重山福祉保健所に相談の上で処理） 

 漂着した劇薬や農薬・毒薬・不明な液体 

④ 廃油ボール回収箱 

 漂着した廃油ボール 

⑤ 医療系ごみ回収箱（沖縄本島の業者へ処理委託） 

 漂着した注射器や点滴チューブ・バイアル等の医療系のごみ 

 

【回収の条件等】 

・地区公民館やボランティア清掃団体等が回収した漂着ごみは、別に保管場所を設けるこ

ととし、出張所に設置する回収箱では回収しない。 

・町職員が、回収箱からごみを回収する作業の安全を確保するため、全てビニール袋等に

入れて回収箱へ納める。特に注射器の針先が飛び出さないように工夫すること。 

 

【受付日等】 

・平日の月曜から金曜日とする。出張所の開いていない土・日・祝日は受け付けない。 

・回収箱へごみを入れる際には、出張所の職員が立会うようにする。 

 

【回収箱の設置場所】 

・出張所の屋内に設置する（生活ごみが持ち込まれないようにする）。 

 

 

※本取組において、竹富町では医療系ごみの処理を沖縄本島の業者へ委託することとしている。

本取組における医療系ごみの取扱いについては、宮古諸島や八重山諸島の市町村へのヒアリン

グによれば、市町村が運営する診療所等の医療系ごみの運搬処理ルートを活用する方法が効率

的であるとの指摘を受けている。 
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3.6 地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や、災害等緊急時に相当する 

漂着被害を確認した場合の連絡体制 

地域住民による回収（ボランティア清掃活動中も含む）が不適当な海岸漂着物等として、

廃家電、発炎筒や不発弾等の爆発物、正体不明の液体入り容器、鯨類・ウミガメ等の保護動

物の死骸等があげられる。これらが海岸で確認された場合の適切な連絡体制を検討する。 

更に本項では、地域住民により流木、廃油ボール、劇薬入り容器、医療系廃棄物等の大量

漂着が確認された場合(前出の災害等緊急時に相当)の連絡体制についても検討する。 

参考となる事例としては、環境省の第 1 期モデル調査（石垣市・竹富町）において同様の

検討がされている（表 3-6）。 

 

表 3-6 第 1 期モデル調査による中身不明の薬品類と発炎筒等の取扱い 

品目 取扱いの検討結果 

中身が不明であるが薬物の

可能性のある容器等 

 中身が不明の薬品ビン、農薬類、劇薬が入っている可能性のある容

器等が回収された場合には、市町村のボランティア海岸清掃の担当課

が相談窓口となり、処分方法を検討・指示する。市町村では中身が判

明できない場合や処分方法が判らない場合には、福祉保健所など関係

機関へ連絡し、取扱いについて相談する。 

発炎筒など発火性・引火性

のあるもの 

 発炎筒など発火性・引火性のある海岸漂着物等が発見された場合に

は、回収作業員が自ら回収せず、触らない様にし、警察や宮古海上保

安署へ連絡し回収処理をお願いする。仮に作業員が回収してしまった

場合には、市町村へ引取りをお願いし、市町村が適正な処分を実施す

る（原則として発見された場所の属する市町村が処分を行う）。 

 

表 3-6の第 1期モデル調査において検討された中身不明の薬品類と発炎筒等の取扱いを参

考として、地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や、災害等緊急時に相当する漂着被

害を確認した場合の連絡体制の概念図を図 3-8、漂着被害の確認と海岸漂着物の品目の区分

別の行政機関相談窓口を表 3-7 のとおり整理した。 

地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する漂着被害を確認し

た場合の対応は、地域住民が連絡する対象として海岸管理者、市町村のボランティア清掃窓

口、第十一管区海上保安本部の 3者を想定し（いずれかに連絡する）、情報が入った後はまず

3 者で情報を共有すること、更には地域の情報ネットワークに連絡が入った場合には適切な

行政機関の相談窓口を紹介することとし、その後は表 3-6 の第 1期モデル調査結果及び品目

別の相談窓口に従って担当行政機関を中心に対応を進めていくことが想定される。なお、離

島地域においては、海岸管理者や第十一管区海上保安部の出先機関が無い場合もあるため、

連絡体制と回収処理の対応については、実情に即したものにするために更なる調整や検討が

必要となる。 
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図 3-8 地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する漂着被害を確認

した場合の連絡体制の概念図 

表 3-7 地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する漂着被害を確認

した場合の品目別の行政機関相談窓口の整理 

漂着被害の確認と海岸漂着物の品目の区分 行政機関相談窓口 

廃家電 市町村一般廃棄物担当部局 

発煙筒や不発弾等の爆発物 

【回収しない場合】 

第十一管区海上保安本部・地域の所轄警察署 

【回収した場合】 

市町村一般廃棄物担当部局 

正体不明の液体入り容器 
市町村一般廃棄物担当部局で対応し、取扱いが特

定できない場合は所轄の福祉保健所で対応 

鯨類・ウミガメ等の 

保護動物の死骸 

【廃棄物としての取扱い】 

市町村一般廃棄物担当部局、所轄の福祉保健所 

【調査等の標識がある場合】 

環境省那覇自然環境事務所 

【鯨類・ウミガメ】 

(財)日本鯨類研究所、NPO 法人日本ｳﾐｶﾞﾒ協議会 

地域住民が回収する

ことが不適当な海岸

漂着物等を確認、あ

るいは回収 

その他生命、身体に危険を及

ぼすおそれのあるごみ 
海岸管理者 

流木 海岸管理者 地域住民が災害等緊

急時に相当する大量

漂着を確認 

廃油ボール、劇薬入り容器、

医療系廃棄物 

海岸管理者 

第十一管区海上保安本部 
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地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する漂着被害を確認し
た場合の連絡体制について、宮古諸島の検討結果を図 3-9 及び表 3-8 に、八重山諸島におけ
る検討結果を図 3-10 及び表 3-9 に示す。 

 

 

図 3-9 宮古諸島における地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する漂

着被害を確認した場合の連絡体制 

表 3-8 宮古諸島における地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する漂

着被害を確認した場合の品目別の行政機関相談窓口 

漂着被害の確認と海岸漂着物の品目の区分 行政機関相談窓口 

廃家電 宮古島市環境保全課・多良間村住民福祉課 

発煙筒や不発弾等の爆発物 

【回収しない場合】 
宮古島海上保安署・宮古島警察署 
【回収した場合】 
宮古島市環境保全課・多良間村住民福祉課 

正体不明の液体入り容器 
宮古島市環境保全課・多良間村住民福祉課で対応
し、取扱いが特定できない場合には、宮古福祉保
健所で対応 

鯨類・ウミガメ等の 

保護動物の死骸 

【廃棄物としての取扱い】 
宮古島市環境保全課・多良間村住民福祉課、宮古
福祉保健所 
【調査等の標識がある場合】 
環境省那覇自然環境事務所 
【鯨類・ウミガメ】 
(財)日本鯨類研究所、NPO 法人日本ｳﾐｶﾞﾒ協議会 

地域住民が回収する
ことが不適当な海岸
漂着物等を確認、あ
るいは回収 

その他生命、身体に危険を及
ぼすおそれのあるごみ 

海岸管理者 

流木 海岸管理者 地域住民が災害等緊
急時に相当する大量
漂着を確認 

廃油ボール、劇薬入り容器、
医療系廃棄物 

海岸管理者 
宮古島海上保安署 
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図 3-10 八重山諸島における地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当す

る漂着被害を確認した場合の連絡体制 

表 3-9 八重山諸島における地域住民による回収が不適当な海岸漂着物等や災害等緊急時に相当する

漂着被害を確認した場合の品目別の行政機関相談窓口 

漂着被害の確認と海岸漂着物の品目の区分 行政機関相談窓口 

廃家電 石垣市環境課・竹富町自然環境課・与那国町まちづくり課

発煙筒や不発弾等の爆発物 

【回収しない場合】 
石垣海上保安部・八重山警察署 
【回収した場合】 
石垣市環境課・竹富町自然環境課・与那国町まちづくり課

正体不明の液体入り容器 
石垣市環境課・竹富町自然環境課・与那国町まちづくり課
で対応し、取扱いが特定できない場合には、八重山福祉保
健所で対応 

鯨類・ウミガメ等の 

保護動物の死骸 

【廃棄物としての取扱い】 
石垣市環境課・竹富町自然環境課・与那国町まちづくり課、
八重山福祉保健所 
【調査等の標識がある場合】 
環境省石垣自然保護官事務所 
【鯨類・ウミガメ】 
(財)日本鯨類研究所、NPO 法人日本ｳﾐｶﾞﾒ協議会 

地域住民が回収
することが不適
当な海岸漂着物
等を確認、ある
いは回収 

その他生命、身体に危険を
及ぼすおそれのあるごみ 

海岸管理者 

流木 海岸管理者 地域住民が災害
等緊急時に相当
する大量漂着を
確認 

廃油ボール、劇薬入り容器、
医療系廃棄物 

海岸管理者 
石垣海上保安部 
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【参考】東日本大震災の津波に起因する漂流・漂着物について 

環境省によれば※、震災漂流物が平成 24 年後半以降沖縄沿岸域に到達すると予測されてい

る。 

※平成 25 年 3 月 15 日環境省報道発表資料「東日本大震災による洋上漂流物の漂流予測結果の公

表について（お知らせ）」http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16440） 

しかしながら、環境省の予測よりも早く、沖縄県内では平成 24 年 7 月には東日本大震災の

津波で流された宮城県の漁船が確認され、更には平成 24 年 12 月末には西表島で宮城県の郵

便ポストの漂着が確認される等、平成 25 年 3 月末現在で 5事例が確認されている。 

●津波に起因する漂流・漂着物 

東日本大震災に起因する津波により、150 万トン程度の漂流物が発生し、その 9 割以上が

家屋等の一部及び流木等であると推定されている（環境省による）。 

これらの震災漂流物の特徴を把握するため、茨城県神栖市の豊ヶ浜海岸において現地調査

を行ったところ、家屋由来の建築木材は、「ほぞ」と「ほぞ穴」の存在や、ふすまのレール部

分が確認できる等の特徴が確認された。これらの特徴は、通常は沖縄県内の海岸でみられる

木材等では殆ど確認されない。また、プラスチック類の海岸漂着物が東日本大震災に起因す

るかどうかの判断は、東北地方の表記等が確認できなければ困難である。 
 

  

 

  

 

図 3-11 茨城県神栖市の豊ヶ浜海岸で確認された東日本大震災に起因する海岸漂着物 

●平成 24 年度に沖縄県内に到達した震災漂流物 

平成 24 年度に沖縄県内に到達した東日本大震災の津波に起因する漂流・漂着物は 5例があ

り、漂流・漂着状況は図 3-12 のとおりである（平成 25 年 3 月末現在）。 

これらのうち、小型漁船については漂流漂着が確認された後、通達を受けた第十一管区海

上保安本部が主体となって所有者の確認や引き上げ作業が行われた。また、宮城県南三陸町

の郵便ポストについては所管する日本郵便(株)東北支社に引取られている。 
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② 津堅島沖（うるま市）
宮城県南三陸町の小型漁船

H24年11月30日確認

① 伊計島沖（うるま市）
宮城県女川町の小型漁船

H24年7月19日確認

⑥ 小浜島沖（竹富町）
宮城県石巻市の小型漁船

H25年1月19日頃確認

●：震災漂流物
■：震災漂流物の可能性が高いもの
▲：震災漂流物の可能性があるもの
※震災漂流物の特徴を持つが確認が困難なもの

○数字：漂流・漂着が確認された順番

※震災漂流物：東日本大震災による津波で流失した漂流・漂着物

⑤ 池間島カギンミ海岸（宮古島市）
岩手県内で流通する一升瓶ケース

H25年1月9日確認

③ 西表島ユツン浜（竹富町）
宮城県南三陸町の郵便ポスト

H24年12月28日確認

⑦ 与那国島ツア浜（与那国町）
建材

H25年3月6日確認

④ 西表島西船良橋（竹富町）
船舶用レーダー

H25年1月7日確認

⑧ 石垣島安良崎（石垣市）
宮城県南三陸町の漁船の一部

H25年3月13日確認

⑨ 石垣島明石海岸（石垣市）
海底ケーブル

H25年3月13日確認

 

図 3-12 沖縄県内で確認された震災漂着物（平成 25 年 3 月末現在） 
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4．コスト低減対策 

沖縄県地域計画では、コスト低減対策について、「沖縄県内の多くの海岸では、処理費が十

分に確保できないため、海岸漂着物の回収処理が十分に行われていない実情があり、海岸漂

着物対策に係るコスト低減対策を推進することは大変重要である。 

海岸漂着物対策に係るコスト低減対策としては、短期的な視点による対策として国や県の

補助金事業等の活用による回収処理費の確保があり、また、長期的な視点による対策として

回収から処理に至るまでの工程毎に取組むコスト低減化等がある。これらのコスト低減対策

を実施するためには、対象となる海岸あるいは地域に合った対策方法を選択し、実施する必

要がある。」としている。 

本項では、県内の実情に合わせたコスト低減対策の方針を示す。 

 

4.1 現状と課題 

県内における海岸漂着物の対策費用に係る主な課題点は、前項の図 3-2 通常時の海岸漂

着物の処理状況による地域区分と課題点の概念図（p41）、表 3-4 通常時の海岸清掃の取組

に係る課題点等（p42）で整理されたとおり、処理困難物の処理費の確保や、域内処理が困難

な地域では海上運搬費の確保等がある。更には、ボランティア清掃が困難なアクセスや足場

の悪い海岸では、海岸漂着物の回収作業にも費用の確保が必要な場合もある。 

 

4.2 対策の基本方針 

課題に対応するためには、民間・行政等がそれぞれの立場で、あるいは相互協力により、

海岸漂着物対策に係るコストの低減対策に努めることが必要である。また、効果的なコスト

低減対策を行うにあたっては、地域計画に記されているとおり、短期的・長期的それぞれの

視点による対策の検討が求められる。 

したがって、県内における海岸漂着物の対策費用に係る実情を踏まえ、コスト低減対策は、

以下①～③の 3項目に分けて検討する。また、図 4-1 に回収体制確立の概念図を示す。 

 

①行政が実施する対策 

国・県・市町村が実施する補助金等の活用や域内処理のための措置。 

 

②企業等が実施する対策 

清掃活動への参画と回収処理コスト低減の取組。 

 

③地域住民・ボランティア団体・NPO 等が実施する対策 

ボランティアの参画・拡大及び回収したごみの適切な取扱いによる、行政が実施する対策

の効率化及び費用の低減。 
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図 4-1 コスト低減対策の概念図 
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4.3 行政が実施する対策 

4.3.1 国や県の補助金等の活用（短期的な対策） 

海岸漂着物の回収に活用できる主な国の補助制度としては、環境省の「災害等廃棄物処理

事業費補助金」と国土交通省・農林水産省による「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策

事業」がある。 

 

(1) 災害等廃棄物処理事業費補助金 

「災害等廃棄物処理事業費補助金」は、海岸保全区域外の海岸で 150m3 以上の漂着量があ

り、これを市町村が処理する場合が対象となる。申請者及び事業者は市町村であるが、申請

は沖縄県 環境生活部を通し環境省 九州地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課に行う。 

環境省第 1 期モデル調査（石垣市・竹富町）実施時に検討・調整された当補助金の活用に

おける諸事項を以下に示す。 

 

① 補助金の申請について 
・申請書類は、まず「災害等廃棄物処理事業の報告について」（P71～72）を提出する。「災

害等廃棄物処理事業費の国庫補助について（平成 19 年 4 月 2 日・環境事務次官）※」に

関する書類は事業完了後に提出する。 

※「災害等廃棄物処理事業費の国庫補助について」は、平成 23 年 10 月 12 日に公布要綱の

一部が改正されている（http://www.env.go.jp/jishin/attach/no070402002.pdf）。 

 

・重要になるのは、「（別紙）事業費算出内訳（P66）」の内容であり、ここで交付額の枠が

決定される。添付資料として業者委託の際の三者見積り、事業実施時の写真等を用意す

る。提出する写真は、回収作業時の状況、回収前後の海岸の状況、仮置場、他には回収

効果をアピールできるもの等。更に、審査時には詳しい状況の口頭説明を求められる場

合がある。 

 

・補助は、直接の事業費（清掃委託費、処理費用など）が対象となるため、備品、消耗品

などは補助の対象とはならない。そのため、処理委託費などに組み込むような契約が必

要となる。 

 

・補助金事業の規定では、処分量は、重量ではなく 150m3 以上となっているが、仮に処分

した漂着ゴミの容量が不明で、重量が判明している場合には、環境省モデル調査による

漂着ゴミの比重データを活用してもよい。しかし、この場合でも確実に 150m3 以上とな

ることは確認しておく必要がある。また、処理時には重量を確実に計測しておく必要も

ある（計量表等の保管が必要）。 

 

・それぞれの地域の処理能力や処理体制によって処理困難物の種類は変わってくるが、こ

れは容認される。例えば、通常は一般廃棄物扱いとなる場合の多いペットボトルを処理

困難物として扱える（リサイクル出来ないなどの明確な理由が必要）。 

 

② 申請上における数量単価、契約内容等の扱い 
・事業で使用した運搬トラック台数等の数量は明確にすること。 

 

・運搬船は、運搬に係る航行ルートが一番近くなる業者と契約すること。また、業者との
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契約は、可能であれば合見積（特殊な事情がない限り三者）を取った上で行うこと。 

 

・労務単価は、公共工事設計労務単価の区分が基本となる。委託業者の単価でも構わない

が、公共工事設計労務単価とかけ離れている場合は問題となる場合がある。ただし、業

者との間に災害時の特約等があれば、その単価を用いても問題はない。 

 

・ごみの回収をボランティアが行う場合は、ボランティアと事業の区分は明確にすること。 

 

・ボランティアへの弁当支給に伴う経費等の計上は認められない。 

 

・ボランティアへ回収のためのごみ袋を支給する場合、そのごみ袋代を計上できるかどう

かについて→事業内容により異なるため、事業ごとでの判断となるので、事前に九州地

方環境事務所に相談する。 

 

・有価物処理したごみに関する収益は、事業費から差し引いて申請すること。 

 

③ 事業の期間について 
・事業期間を定めたものはないが、収集した廃棄物を保管（自社保管含む）する場合には、

廃棄物の保管基準が適用されることから、180 日を超過した場合不適正な保管と判断さ

れる場合があることから最長でも 180 日程度とするのが妥当であると判断される（平成

12 年 7 月 24 日付け衛環 65 号並びに衛産 65 号参照。）。 

 

④ 補助用件「生活環境保全上支障がある場合」について 
・査定は環境省地方環境事務所で実施する。 

 

・具体的な条件の例は以下のとおり 

１．民家が近くにある海岸：当てはまる条件として明確である 

２．人が入る機会のある海岸：駄目ではない 

３．人の利用は無いが、その海岸のごみが再漂流したら問題：条件として認められる可

能性あり 

 

⑤ 補助用件「災害起因でなく処理量が 150m3 以上」について 
・あくまでも市町村単位の事業であり、同じ市町村内であれば複数の島にまたがった回収

事業の合計で 150m3 以上回収されれば用件を満たす。 

 

・事業実施前において、150m3 以上が漂着しているか否かの判断については、環境省モデ

ル調査の結果を参考に判断してもよい（第 1 期モデル調査結果では、石垣島、西表島共

に 5km のモデル調査範囲において、年間漂着量は 150m3 を大きく上回っている）。 

 

⑥ 特別地方交付税（自治体負担分の 8 割を上限）について 
・この事業に伴い申請すれば交付される（特別交付税に関する省令 第 3 条 一項 ロの３

を参照）。 
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【参考】災害等廃棄物処理事業費補助金の概要 （出典：環境省） 

 災害等廃棄物処理事業費補助金の概要

補   助   金   名

発   生   原   因 災　  害 　 起 　 因 災害起因ではない

○災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び処分

○災害にともなって便槽に流入した汚水の収集、運搬及び処分

○仮設便所、集団避難所等から排出されたし尿の収集、運搬及び処分
（災害救助法に基づく避難所の開設期間内に限る）

○国内災害により海岸保全区域外の海岸に漂着した廃棄物の収集、運
搬及び処分

補　   助　   先

 　○降雨：最大２４時間雨量が８０mm以上によるもの ○１市町村(１一部事務組合)における処理量が１５０㎥以上のもの

　 ○暴風：最大風速（１０分間の平均風速）１５m/sec以上によるもの ○海岸保全区域外の海岸への漂着

　 ○高潮：最大風速１５m/sec以上の暴風によるもの　　　　　　　等 ○通常の管理を著しく怠り、異常に堆積させたものは除く　　　 等

補      助      率

備　　　　　　 　考 災害に起因する漂着ごみは、処理量が150㎥未満でも対象 １市町村における漂着ごみの処理量が150㎥以上のものを対象

災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業 費 補 助 金

対   象   事   業

○海岸に漂着した大量の廃棄物（漂着ごみ）の収集、運搬及び処分

市　  町　  村  　（ 一 部 事 務 組 合 含 む ）

１  ／  ２

要　　 　     　件

指定市：事業費８０万円以上、市町村：事業費４０万円以上
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【参考】「災害等廃棄物処理事業の報告について」－１ 

（出典：環境省、第 1期モデル調査実施時の検討資料） 
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【参考】「災害等廃棄物処理事業の報告について」－２ 

（出典：環境省、第 1期モデル調査実施時の検討資料） 
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(2) 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業 

「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」は、海岸保全区域で漂着量が 1,000m3 以

上等の適用条件がある。本事業は、沖縄県土木建築部海岸防災課が事業者となり、申請窓口

は国土交通省河川局海岸室・港湾局海岸防災課となる。 
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【参考】災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業の概要 （出典：農林水産省農村振興局・水産庁、国土交通省河川局・港湾局） 

 

海岸部局における漂着ゴミ等に係る対策について

災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業

（複数の海岸に堆積した漂着ゴミの処理）

対
象
範
囲

複数の海岸を対象範囲とし、漂着量の
合計が1,000m3以上の漂着ゴミを対象

○ 目 的 ：洪水、台風等により海岸に漂着した流木及びゴミ等並びに外国から海岸に漂着したものと思われる
流木及びゴミ等が異常に堆積し、これを放置することにより、海岸保全施設の機能を阻害することとなる場
合に、緊急的に流木等の処理を実施

○採択基準：
堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の海岸保
全施設の区域及びこれら施設から１キロメート
ル以内の区域に漂着し、その漂着量が
1,000m3以上

本事業の対象となる流木及びゴミ等の漂着
範囲が複数の海岸であり、関係者が協働して
一体的・効率的に処理する場合には、事業主
体数にかかわらず漂着量の合計が1,000m3

以上であれば、補助対象となる。

○事業実施主体：
海岸管理者（都道府県、市町村）

○ 補助率 ： １／２

拡充後

対
象
範
囲

1,
00

0m
3 以
上

※関係者が協働して一
体的・効率的に処理

C海
岸

D海
岸

B海
岸

A海
岸

拡充後

対
象
範
囲

1,
00

0m
3 以
上

※関係者が協働して一
体的・効率的に処理

C海
岸

D海
岸

B海
岸

A海
岸

海岸漂着ゴミや流木等の状況と
海岸の清掃状況
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4.3.2 離島地域における処理施設の導入（長期的な対策） 

沖縄県内の殆どの離島地域においては、海岸漂着物の域内処理が困難な状況にあり、海岸

漂着物の処分にあたっては、海上運搬費と域外処理費が必要になるため、これが対策の妨げ

となっている。したがって、離島地域における海岸漂着物の処理コストの低減には、処理施

設導入が効果的な対応策と考えられる。 

平成 22 年度沖縄県海岸漂着物対策事業では、離島地域で導入可能と考えられる小型プラン

ト等（小型焼却炉、発泡スチロール油化施設、廃プラスチック類破砕機等）を使用すること

による回収処理費用の軽減等について、既存の施設等の情報を収集・整理している。この平

成 22 年度の事業では、域内処理が困難な離島地域において年間 20t の海岸漂着物を処理した

場合のコスト比較を実施しており、海岸漂着物を海上運搬し域外で処理した場合に比べ、小

型焼却炉を導入し処理した場合には、約 30%のコスト減になる試算結果が得られている。 

国の廃棄物処理施設等の整備に係る支援としては、循環型社会形成推進交付金がある。ま

た、近年では宮古島市等で海岸漂着物処理に利用できる小型焼却炉を平成 20～21 年度の地域

活性化経済危機対策交付金（国の 9割負担）で導入した実績がある。 

 

4.4 企業等が実施する対策 

地域の企業等が実施できるコスト低減のための対策としては、例えば以下の取組が考えら

れる。 

・企業ボランティアとしての清掃活動・回収事業や運搬処理への協力〔短期的な対策〕 

・船舶所有業者の海岸清掃活動や事業への協力（アクセス困難な海岸における清掃活動の作

業員及び機材の運搬支援）〔短期的な対策〕 

・処理業者による海岸漂着物の減容化、再利用、リサイクル等のコスト低減方法の導入〔長

期的な対策〕 

 

4.5 地域住民・ボランティア団体・NPO 等が実施する対策 

地域住民、ボランティア団体、NPO 等が実施できるコスト低減のための対策としては、例

えば以下の取組が考えられる。 

・国や県、市町村等が実施する回収事業へのボランティアとしての協力（回収事業費が十分

でない場合のボランティア支援）〔短期的な対策〕 

・ボランティア清掃時のごみの適切な分別（適正な分別による処理コストの低減）〔短期的な

対策〕 

・ボランティア清掃で回収したごみの市町村処理施設への自己運搬（市町村の運搬車の運用

コスト削減）〔短期的な対策〕 

・ボランティア清掃活動の拡大（頻度の高い清掃による海岸漂着物の現存量低減）〔長期的な

対策〕 
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5．【参考】平成 23 年度に沖縄県が実施した体制作りの取組方法 
 

5.1 宮古諸島、八重山諸島地域における体制作りのための協議会 

及びワーキンググループ（ＷＧ）の設置 

体制作りを検討するにあたっては、県及び地域協議会の他に、宮古諸島及び八重山諸島地

域では地域協議会の部会として、地域協議会委員によるワーキンググループ（以下「WG」と

する）を設置した上で実施した。なお、宮古諸島、八重山諸島地域で行われた協議会と WG の

役割については以下のとおり整理される。 

 

協議会：主に各地域における体制作りの方針検討、各地域における体制の地域計画への反

映、WG において検討された体制の内容について協議する。 

Ｗ Ｇ：主に海岸清掃体制に関して、各地域の状況に応じた地域住民、民間団体、NPO 等

と地方公共団体の役割分担、相互協力体制等を検討する。 

 

また、体制作りの検討を行うための協議会・WG の構成員は表 5-1 に示すとおり、宮古諸島、

八重山諸島地域それぞれ国、県、市町村の関係機関及び、地域の漁協、NPO 等とした。 
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表 5-1 関係者の役割分担及び相互協力が可能な体制作りのための協議会・ＷＧの構成 

地域区分 構成員（機関名） 

宮古諸島 

地域協議会 

及び WG 

第十一管区海上保安本部 宮古島海上保安署 

沖縄県 宮古事務所 総務課 

沖縄県 土木建築部 宮古土木事務所 維持管理班 

沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター 農林水産整備課 漁港

水産班 

沖縄県 農林水産部 宮古農林水産振興センター 農林水産整備課 農林

整備班 

沖縄県 福祉保健部 宮古福祉保健所 生活環境班 

宮古島市 福祉保健部 環境保全課 

多良間村 住民福祉課 

宮古島漁業協同組合 

池間漁業協同組合 

伊良部漁業協同組合 

宮古島美ら海連絡協議会 

セブンシーズ宮古島 

NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク 情報ネットワーク委員会※ 

NPO 法人 宮古島 海の環境ネットワーク 海岸清掃委員会※ 

八重山諸島 

地域協議会 

及び WG 

環境省 那覇自然環境事務所 石垣自然保護官事務所 

第十一管区海上保安本部 石垣海上保安部 警備救難課 

沖縄県 総務部 八重山事務所 総務課 

沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所 維持管理班 

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター 農林水産整備課 漁

港水産班 

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター 農林水産整備課 農

林整備班 

沖縄県 福祉保健部 八重山福祉保健所 生活環境班 

石垣市 市民保健部 環境課 

竹富町 自然環境課 

与那国町 まちづくり課 

八重山漁業協同組合 

与那国町漁業協同組合 

八重山環境ネットワーク 

石垣島沿岸レジャー安全協議会 

NPO 法人 西表島エコツーリズム協会 

西表エコプロジェクト 

石垣ビーチクリーンクラブ 

海 LOVE ネットワーク事務局※ 

事務局 沖縄県 環境生活部 環境整備課 

 ※ワーキンググループ(WG)のみ参加 
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5.2 実施工程と主な検討内容 

本事業の実施工程と主な検討内容を表 5-2 に示す。宮古諸島、八重山諸島地域における WG

は、第 1回及び第 2回地域協議会の後に実施した。 

 

表 5-2 体制作りの実施工程と主な検討内容 

協議会及び WG の開催日程 主な検討内容 

第 1回県及び地域協議会 

（平成 23 年 7 月末～8月開催） 

・本事業の検討項目に関する協議 

・関係者の役割分担及び相互協力に関する基本方針の確認 

第 1回ＷＧ（宮古及び八重山諸島） 

（平成 23 年 9 月開催） 

・重点課題の整理 

・体制作りの方針と進め方に関する協議 

 【議題 1】情報共有の方法 

 【議題 2】海岸清掃計画の策定（案） 

 【議題 3】回収体制の方針 

 【議題 4】コスト低減対策の具体案選定と役割分担 

 【議題 5】普及啓発、環境教育及び将来の対策を担う人材 

の育成方針 

第 2回地域協議会 

（平成 23 年 10 月末～11 月開催） 

・【議題 1】～【議題 5】の具体的内容の協議 

・課題点の整理とその対応策 

第 2回ＷＧ（宮古及び八重山諸島） 

（平成 23 年 12 月開催） 

・県協議会委員からのご指摘を踏まえ【議題 1】～【議題 4】

の具体案の協議 

◎沖縄県地域計画見直し案のパブリックコメント実施（平成 24 年 1 月 10 日～2月 9日実施） 

第 3回地域協議会 

（平成 24 年 2 月開催） 

・【議題 1】～【議題 4】の成果の確認 

・【議題 1】～【議題 4】の成果の本島及び周辺離島への展開

・今後の課題とその対応策 

・地域計画見直し案の協議 

第 2回県協議会 

（平成 24 年 3 月開催） 

・【議題 1】～【議題 4】の成果の確認 

・今後の課題とその対応策 

・地域計画見直し案の確定 

※表中の【議題 5】については、平成 24 年度以降に具体的な検討を行うこととした。平成 24 年度から
は、県内で海岸漂着物対策に積極的に取組む民間団体等の活動を広報、表彰する等、既存の県知事
表彰の有効活用を行っている。 

 

 




